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第１部 事業実績の概要 

 

新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」という）の感染拡大

は、令和３年度においても第４波、第５波、第６波と表現されるように、

年度を通じた落ち着きを見せず、引き続き大学運営に影響を与えた。 

しかし、令和２年度において、教職員がコロナ禍での授業形態や各種

カリキュラム等の実施方法のあり方を模索し、実践してきた結果、令和

３年度においても質と量を維持した教育を学生に提供することができた。

特に、令和２年度は食健康学科のみの実施であった海外プログラムを全

学科において実施したほか、象山寮においても入寮学生を増やすなど、

本来のあるべき姿に向けて確実に改善している。 

with コロナの中でも、本学は、最大限の学びの場を提供することで、

地域を牽引するリーダーやグローバルな視野で活躍する人材を輩出する

とともに、長野県の「知の拠点」としてあり続けていく。 

こうした状況の中、県から示された中期目標を確実に達成するため、

中期計画及び年度計画に基づき着実に事業を実施した。令和３年度の活

動実績は次のとおりである。 

 

 

１ 長野県立大学における新型コロナへの対応について 

  「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を原則週１回開催し、

キャンパスや寮における感染対策を状況に応じて迅速に講じた。感染

対策を適切に図りながら、対面授業の再開や、実習等において受入れ

先との調整を行い可能な限り対面により実施した。 

象山寮については、学生の安全確保の観点から、令和２年度に引き

続き全員入寮は見合わせ、半数入寮とした（１年生 118 名、上級留学

生２名）。海外プログラムについては、令和２年度から延期したグロー

バルマネジメント学科及びこども学科においては、３年次を対象とし

て８～９月に、食健康学科は２年次を対象として３月にオンラインに

より代替実施した。 

また、人数等の要件がある中で、新型コロナウイルスワクチンの職

域接種の実施方法を模索し、長野保健医療大学の協力のもと会場や人

数等の接種体制を確保し、７月 22 日及び８月 19 日に、職域接種を実

施した。 

 

２ 教育研究等の質の向上について 

(1) 教育の推進に関する取組 

  ア 発信力ゼミ 

１年次通年必修の「発信力ゼミ」は、プレゼンテーションやディ

スカッションを含む授業を 15 グループ、各 16 人程度の少人数で行

った。２月にオンラインで開催した合同発表会では、ゼミの代表が

それぞれの活動の成果を発表し、プレゼンテーション能力等の向上

を図った。また、教員間による成績評価の適正化のため、成績評価

のルーブリック（評価基準）を活用し、授業評価の公平性を図った。 
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  イ 英語集中プログラム 

１年次・２年次必修の英語集中プログラムは、学生の英語力を勘

案して、25人程度の少人数により週４回授業を行い、「読む・聞く・

書く・話す」という４技能の向上を図った。入学時、１年次修了時、

２年次修了時に TOEIC を受検し、英語力の習熟度を測定し、学生に

フィードバックすることで学修に対するモチベーションの向上につ

なげた。オンライン受検となった令和３年度の２年次の TOEIC の結

果では、600 点以上の学生の割合は 55.7％、平均点は 612 点と、い

ずれもこれまでで最も高くなった。 

  ウ ゼミ・実習 

４年次からは、各学科において高度な知識・技能を学ぶ専門ゼミ

や「卒業研究」を開講し、自身の関心や将来を見据えた専門的な学

びを促した。 

食健康学科では、コロナ禍による受け入れ先の対応から学内の代

替授業に切り替えた実習もあったが、保健所や病院、特別支援学校

等で「臨地実習」を実施し、世界基準である 500 時間を確保した。

こども学科でも、感染防止対策を徹底したうえで保育園・幼稚園等

において実習を実施した。 

  エ 海外プログラム 

グローバルマネジメント学科及びこども学科においては、令和２

年度から延期した３年次を対象に、食健康学科においては２年次を

対象に、オンラインにより代替実施した。オンラインであっても海

外現地での研修と同等の学びを得られるよう検討し、プログラムを

設計した。各プログラム終了後にはアンケートを実施し、概ね８割

以上の学生が研修内容に満足しているという結果を得た。 

特記事項ｐ．51～52 

 

(2) 大学院の設置準備 

文部科学省から８月にソーシャル・イノベーション研究科及び健

康栄養科学研究科の設置認可がなされた。入学者の選抜の実施や履

修案内の作成などの準備を行い、令和４年４月に大学院を開設した。

ソーシャル・イノベーション研究科は 16名、健康栄養科学研究科は

６名が入学した。 

特記事項ｐ．53 

 

(3) 入学者の受入れに関する取組 

  オープンキャンパスは、新型コロナの感染拡大により当初計画し

ていた対面実施はできなかったが、８月にリアルタイム配信型によ

り実施し、334人が参加した。県内高校を中心に、本学教職員を派遣

し、教員による模擬授業や説明会を 50回実施した。また、新型コロ

ナの影響により、令和２年度に受入れができなかったキャンパス見

学を６校受け入れた。 

特記事項ｐ．53 
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(4) 学生へのキャリア支援に関する取組 

コロナ禍による求人数の減少や前例のない１期生という厳しい環

境下において、体系的な就職支援プログラムの導入、きめ細かいキ

ャリア就職相談などを早期から導入することにより、就職希望者の

就職率 100％を達成した。 

就職支援として、職員に加え多様な業界の専門性を有するキャリ

アコンサルタント８名を配置し、キャリア相談の充実を図った。ま

た、就職アドバイザー制度を導入し、１期生の内定者 16 名を任命、

後輩からの個別相談や内定者報告会（４回）、就職体験記の作成を行

った。 

特記事項ｐ．54～55 

 

(5) 研究活動の推進に関する取組 

令和３年度は 20件（研究代表者分）の科研費採択研究に取り組ん

だ。科研費申請・採択の促進策として、７月に著名な講師による申

請書の書き方に関する FD研修を実施した。また、講師の著作を申請

期間中に希望教員に対して貸し出しを行った。 

特記事項ｐ．56 

 (6) 地域貢献の推進に関する取組 

県教委とＫＤＤＩ㈱との包括連携協定に基づく連携事業として、

長野県中小起業家同友会の協力のもと「JIBUN 発旅するラボ」を実

施した。また、長野県内全体の高等教育の更なる向上や相互の長所

を活かした新たな展開を目指して国立大学法人信州大学と包括連携

協定を３月に締結した。 

地域に開かれた大学として、「信州ソーシャル・イノベーション塾

（計 13 人参加）」、「公開講座・コラボ公開講座（計６回、延べ 200

人参加）」などを開催した。 

特記事項ｐ．56～59 

 

(7) 国際交流の推進に関する取組 

留学生の受入については日本大学連合学力試験（JPUE）や日本留

学試験（EJU）を活用し、計３名が入学した。 

海外大学への派遣については、明知大学校（韓国）へ初めて学生

１名を派遣した。日本及び韓国双方の出入国制限措置及び感染状況

が流動的な中、学生及び留学先大学とのやり取りを綿密に行った。 

本学におけるグローバルリーダーの育成及び継続的な海外広報活

動として、国際連合（国連）が提唱する「国連アカデミックインパ

クト」へ長野県内の大学として初めて加盟した。 

特記事項ｐ．59 

 

３ 業務運営等について 

(1) 第 22回グリーン購入大賞優秀賞の受賞 

令和３年４月１日から、本学において使用する電力を全て再生可能
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エネルギーに切り替えている取組(国公立大学としては初)が評価され、

グリーン購入ネットワーク(GPN)が主催する第 22 回グリーン購入大賞

において、優秀賞を受賞した。 

特記事項ｐ．60 

 

(2) その他 

原則週１回（年 39回）大学運営会議を開催した。必要な情報を丁寧

に収集、論点を整理した上で、迅速な意思決定を行った。 

災害等のリスクに備え、三輪・後町両キャンパスにおいて防災訓練

を実施し、教職員の防災意識を啓発した。 

第２部 自己点検・評価 

１ 評価基準 

評価基準 評価 

特に優れた実績を上げている。 ｓ 

年度計画どおり実施している。（100％以上） ａ 

概ね年度計画を実施している。（80％以上 100％未満） ｂ 

年度計画を十分には達成できていない。（80％未満） ｃ 

業務の大幅な改善が必要。 ｄ 
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２ 自己点検・評価 

中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

第１ 中期計画の期間   

  平成30年４月１日から平成36年３月31日までの６年間   

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置   

１ 教育 

(1) 人材育成の方向 

  

アａ 総合教育科目の全てにおい

て、授業にディスカッション

やディベートを含むようにし

て、学生が主体的に授業に参

加できるようにする。 

  【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 各学科のディプロマ・ポリシー（卒

業認定・学位授与の方針）とカリ

キュラム・ポリシー（教育課程編

成・実施の方針）について、公表

するとともに、学生等に対し周知

を図る。 

 

 

 

 

・ 大学で学ぶ意義や自分の将来像に

ついて新入生が自ら考え、４年間

の目標設定をする機会として、学

長との個別面談を実施する。 

 

 

 

 

・ 総合教育科目の全てにおいて、オ

ンラインや対面の授業形態に関

わらず、授業にディスカッショ

ン、ディベート等を含むようにし

て、学生が主体的に授業に参加で

・ ホームページ上で各学科のディプロマ・ポリシ

ーとカリキュラム・ポリシーについて公表し

た。また、履修案内にディプロマ・ポリシーと

カリキュラム・ポリシーを記載し、全学生に配

付することで周知を図った。 

完成年度を迎え、令和４年度から新カリキュ

ラムをスタートすることも踏まえて、３つの

ポリシーを見直して理事会(８月)にて決定、

公表した。 

 

・ 学長と新入生243人中226人とのオンライン個

別面談を５,６月の12日間計19回実施した。大

学で学ぶ意義や自分の将来像について新入生

が自ら考え、４年間の目標設定をする機会と

なった。 

学生情報は、関係部署で共有し学生指導に活

用した。 

 

・ 総合教育科目において、オンライン授業または

対面授業の授業形態に関わらず学生が主体的

に授業に参加できるようプレゼンテーション

やディスカッション等を導入した。 

 

a 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a 
 
 
 
 

 
 
 
a 
 
 
 
 

（特筆すべき点）評価

ｓなど 

（改善を要する点）評

価ｂ、ｃなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

３ 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

アｂ プレゼンテーション能力、

コミュニケーション能力、課

題発見・解決能力等の社会人

として求められる実践的な能

力を、学生一人ひとりに合わ

せて効果的に向上させること

ができるよう、１年次通年必

修の「発信力ゼミ」を１クラ

ス学生16人程度（全15クラス）

の少人数クラスにより行う。 

  【毎年度】 

 

 

 

 

 

アｃ 英語における「読む・聞く・

書く・話す」という４技能を

身に付けることができるよ

う、本学の学生に合うよう独

自に構築した１年次・２年次

必修の英語の授業（英語集中

プログラム）を１クラス学生

25人程度（全10クラス）の少

人数クラスにより行う。 

  【毎年度】 

 

アｄ グローバルマネジメント学

きるようにする。 

 

・ １年次通年必修の「発信力ゼミ」

を１クラス学生16人程度（全15ク

ラス）の少人数クラスにより行

う。 

 

 

 

 

 

・ ３年次にグローバル化した現代世

界を複眼的に捉えるための教養

を形成する「グローバル教養ゼ

ミ」を開講する。専攻分野とは異

なる領域について、幅広くかつ深

い学びの機会を提供する。 

 

・ 必修の英語の授業（英語集中プロ

グラム）を、各学生の英語力を勘

案して１クラス学生25人程度（全

10クラス）の少人数クラスにより

行う。また、英語教員による英語

部会を毎月開催し、授業改善に向

けた検討を行う。 

 

 

 

 

・ 各学科において、学生の興味・関

 

 

・ 「発信力ゼミ」は、全15クラスに分かれ、16人

程度の少人数クラスで実施した。 

学外でのフィールドワークや学生同士での議

論・交流を踏まえて、コミュニケーション能

力、課題発見・解決能力等を養った。 

「発信力ゼミ」合同発表会を開催し、各ゼミに

よる発表を通じて、学生のプレゼンテーショ

ン能力等の向上を図った。 

 

・ ３年次通年選択の「グローバル教養ゼミ」（全

学対象）を開講し、１クラス学生２～10人程度

（全６クラス）により実施し、28人が受講し

た。週１コマでの開講で、専攻分野とは異なる

領域について、幅広くかつ深い学びの機会を

提供した。 

 

・ 必修の英語の授業（英語集中プログラム）につ

いて、各学生の英語力を勘案してクラス分け

を行い、１クラス学生25人程度（全10クラス）

の少人数クラスにより実施した。 

１年次は入学前のプレースメントテスト、２

年生は１年次末の TOEIC-IP等の結果を勘案

し、クラス分けを行った。授業内容の改善につ

なげるため、各クラスの授業内容を共有した。 

 

 

 

・ グローバルマネジメント学科は、１年次には、

 
 

a 
 

 
 
 
 
 
   
 
a 

 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

科は、学生が経営学を根幹に、

ビジョン実現のため、グロー

バルな視野で組織等を動かす

マネジメント力を持ったリー

ダーへと育つよう、自らの課

題意識に応じて３つのコース

から選択できるカリキュラム

とするとともに、主体的・専

門的な学びを促す専門ゼミを

実施する。 

  【専門ゼミ：31年度以降毎年

度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アｅ 食健康学科は、学生がリー

ダーとなり得る実践力を備え

た管理栄養士へと育つよう、

心、将来の進路等に応じた丁寧な

履修指導等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ グローバルマネジメント学科は、

学生が選択したコースで自らの

課題意識や将来の進路等に応じ

た学びができるよう指導を行う

とともに、２年次以降開講のゼミ

ナールで、自らの関心のある分野

について主体的な学びを促す。 

 

・ 食健康学科は２・３年次に臨地実

習を設定し、世界標準500時間の

実習を実施する。実践活動の場に

履修案内・学生便覧にコースごとにコースツ

リーを掲載したほか、４月のガイダンスや10

月のコース・ゼミナール選択のためのガイダ

ンス時に、各コース・ゼミナールの概要を学生

に説明した。併せて、教務担当教員が学生から

の相談に対し、履修指導を行った。 

・ 食健康学科は、１～３年次とも授業開始前にオ

ンラインガイダンスを実施し、管理栄養士国

家試験の受験資格等に必要な履修方法を教務

委員より説明した。３年生を対象に学科独自

のキャリア指導を全10回実施した。 

・ こども学科は、各年次で授業開始前にオンライ

ンガイダンスを実施し、免許及び資格取得（幼

稚園教諭及び保育士資格）に必要な履修方法

等を説明した。また、５月から３・４年次を対

象として各種キャリアガイダンスを行い、進

路に応じた就職支援を実施した。 

 

 

・ ２・３年次とも履修登録時にゼミナール担当教

員が必要に応じて個別に履修指導を実施し

た。その上で、ゼミナールⅠ（２年次）、ゼミ

ナールⅡ（３年次）、ゼミナールⅢ（４年次）

ともに約20ゼミを開講し、自らの関心のある

分野について主体的な学びを促した。 

 

 

・ 学内での代替授業やオンラインを活用し、臨地

実習における実習時間500時間を確保した。 

○３年次 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a 
 

 
 
 

 
 

 
a 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

※３つのコース 

 ・企業経営のマネジメント力等を養成する「グローバル・ビジネスコース」 

・新たな事業を立ち上げる構想力や実践力を養成する「企（起）業家コース」 

・地域課題を解決するための企画立案力や実践力を養成する「公共経営コー

ス」 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

世界基準である500時間の臨

地実習を設け、積極的な履修

を促すとともに、栄養管理マ

ネジメントの能力を総合的に

養う。 

  【臨地実習：31年度以降毎年

度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいて、科学的根拠に基づいた栄

養管理マネジメントができる能

力をかん養するとともに、管理栄

養士の職務と役割について理解

を深め、自覚を促す。また、３年

次１、２学期にゼミナールを、３

年次３、４学期から４年次には卒

業研究を開講し、研究的視野をも

って実践に臨み、リーダーとして

活躍できる基盤を養う。さらに、

４年次には、総合演習を開講し、

将来の管理栄養士として必要な

基本的知識の整理、統合を図り、

実践的な応用力を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・８～10月にかけて臨地実習Ⅲ（保健所）を実施

し、栄養関連サービスに関するプログラムの

作成、実施、評価をマネジメントする能力を養

成した。 

・11月から３月にかけて「臨地実習Ⅱ（病院）」

を実施し、適正な栄養管理、給食管理、栄養教

育を行うための能力を養った。 

・１月から３月にかけて「臨地実習Ⅳ（福祉施

設）」、「臨地実習Ⅴ（保育所・特別支援 学校」、

「臨地実習Ⅵ（給食施設）」を実施し、管理栄

養士としての役割を理解し、学修を更に深め

た。 

・８月～11月にかけて「臨地実習Ⅶ（保健所）」

を実施し、地域の健康・栄養問題等に関する情

報収集方法として、国民健康・栄養調査方式に

よる食事調査の計画・実施・評価より、総合的

に評価、判定（地域診断）する能力を養成した。 

○２年次 

・２月から３月にかけて臨地実習Ⅰ(学校給食セ

ンター)を実施し栄養・食事管理、安全・衛生

管理、経営管理等全般のマネジメントを行う

能力を養った。 

・ ３年次１、２学期にゼミナール（必修）を、３

年次３、４学期から４年次には卒業研究（必

修）を開講し、研究的視野をもって実践に臨

み、リーダーとして活躍できる基盤を養った。

４年次には、総合演習（必修）を開講し、将来

の管理栄養士として必要な基本的知識の整

理、統合を図り、実践的な応用力を高めた。 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

アｆ こども学科は、一人ひとり

の学生がその適性を生かし、

将来の保育・幼児教育のリー

ダーとなり得る教育力・実践

力を備えた保育者へと育つよ

う、少人数専門ゼミを実施し、

保育臨床と往還する専門教育

を実践する。 

  【専門ゼミ：31年度以降毎年

度】 

・ こども学科は、２・３年次にこど

も学ゼミを、４年次には卒業研究

を開講し、一人ひとりの学生にき

め細かな専門指導を行う。加え

て、２年次は幼稚園実習を、３年

次は保育所実習及び施設実習を、

さらに４年次においても幼稚園

実習を実施し、将来の保育・幼児

教育のリーダーに必要な教育力・

実践力を養う。 

・ 各年次において、次のとおり専門指導を行っ

た。 

○２年次 

・「こども学ゼミⅠ（必修）」を、少人数（6～7名）

の６グループに分けて実施した。幼稚園への

教育実習Ⅰ（40名）を計画どおり実施した。 

○３年次 

・「こども学ゼミⅡ（必修）」を、３つのコースに

分け、２～４名の少人数によるゼミを実施し

た。保育所実習Ⅰ（39名）、施設実習Ⅰ（39名）

及び保育所実習Ⅱ（30名）を計画どおり実施し

た。  

○４年次 

・「卒業研究（必修）」を、２～４名の少人数によ

るゼミ内で実施した。幼稚園への教育実習Ⅱ

（39名）、令和２年度から延期となった保育所

実習Ⅱ（32名）、施設実習Ⅰ（39名）、及び施設

実習Ⅱ（６名）を計画どおり実施した。 

a 
 

10 

 

 

イａ 海外において、実践的な英

語力、グローバルな視野、逞

しさなどを身に付けることが

できるよう、２年次の海外プ

ログラム参加率について

100％をめざす。 

  【31年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

・ １年次の学生には、２年次の海外

プログラムに向けた継続的な意

識付けが行えるよう、情報提供と

併せ事前学習を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ １年次を対象にした海外プログラム説明会及

び質問会を計５回開催し、各プログラムの概

要や費用、危機管理等の情報提供を行った。ま

た、コロナ禍における海外での対面実施再開

を検討するための参考として、海外渡航に関

する意向調査を10月にグローバルマネジメン

ト学科及び食健康学科を対象に実施した。グ

ローバルマネジメント学科については、研修

希望先調査及び選考を実施し、継続的な意識

付けを行った。 

・ 令和４年度の海外での対面実施再開に向けて

現地関係者等との綿密な確認及び調整等を踏

a 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ グローバルマネジメント学科及び

食健康学科については２年次の学

生に対して、こども学科について

は３年次の学生に対して、ゼミ単

位又は研修先単位及び学科ごとの

より具体的な事前学習を実施す

る。海外プログラムについては、

実施方法を検討し、参加率100％を

めざす。実施後はその経験を踏ま

えた事後学習を実施する。また、

教員・学生による感想や意見を元

に、次年度に向けた改善等の調整

を必要に応じて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まえて検討した結果、国内外におけるコロナ

禍に収束がみられず、安全なプログラム運営

の見通しが立たないことから、令和４年度後

半または令和５年度への実施延期を決定し、

12月に学生及び保護者を対象とした説明会を

開催した。 

 

・ 各年次に対して次のとおり対応した。 

 ○３年次 

・令和２年度（２年次）に実施予定であったグロ

ーバルマネジメント学科及びこども学科の海

外プログラムをオンラインで６～９月に実施

した。参加を予定した学生のうち、参加率は各

学科ともに100％(170人、40人参加)となった。 

・実施後は各学科において事後学習を実施する

とともに、次回以降の実施改善を見据えたア

ンケートを実施した。 

○２年次 

・海外渡航に関する意向調査を全学科対象に実

施した（９月）。現地関係者等との調整等を踏

まえて検討し、安全なプログラム運営の見通

しが立たないことから、グローバルマネジメ

ント学科は令和４年６～７月、食健康学科は

令和４年３月でのオンライン実施、こども学

科は令和４年度内の対面実施に向けた検討を

継続することを決定し、学生及び保護者を対

象とした説明会を開催した。 

・食健康学科では、事前学習を実施した後、オン

ラインによる海外プログラムを３月に実施

し、参加率は、100％(30人参加)となった。 

 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イｂ 学生の英語力について、２

年次修了時までに全学生が

TOEIC600点以上となることを

最低到達目標とするととも

に、更なる向上を支援し、平

均点700点以上をめざす。 

  【31年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ これまで収集した実施先国・地域

に関する資料、報告国及び研修先

大学等の包括的な資料について、

海外プログラム参加の事前準備

として利活用できるように提供

方法等を整備する。 

 

・ Glexa（グレクサ）【eラーニング機

能により教材の配信や授業を管

理する学習支援システム】を活用

しながら、２年次までの全学生に

対して、英語運用能力を高める科

目群と、英語コミュニケーション

能力を高める科目群の授業を並

行して行うことにより、英語力を

バランスよく向上させる。 

 

・ ３・４年次の学生を対象に、高度

なリーディング能力とライティ

ング能力を目指す科目、高度なコ

ミュニケーション能力を養う科

目、高度な英語力と世界の文化・

社会に関する教養を同時にかん

養する科目の３種類を開講する。

これらの発展的な英語科目の履

修を促すことで、英語集中プログ

・ＧＭ学科においては、国内事前研修への参加及

び海外経営経済演習Ⅰの履修を通じて事前学

習を実施した。 

 

・ 現地のプログラム内容や生活環境等について、

説明会及び資料等で学生に適切な情報提供を

行った。また、海外渡航可否判断のため、新型

コロナの感染状況について、必要に応じて現

地関係者から資料、情報を収集し、提供した。 

 

 

・ 英語集中プログラムとして、全学生に週４回授

業を行った。感染対策のため英語科目は主に

オンライン授業とし、一部ハイフレックス式

による対面授業を行った。 

Glexaを用いたNGSLテストならびにNGSL学習

課題を作成し、オンライン授業を実施した。 

 

 

 

 

・ ３・４年次の学生の更なる英語力の向上を図る

ため、計10科目の英語科目を開講した。(延べ

54人が受講) 

年度当初に全学科の３・４年次を対象に説明

会を実施したほか、前期・後期開始時に、開講

科目案内ページを作成し、履修を促した。 

 

 

 

 
 

 
 
a 
 
 
 
 

 
 
a 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラム履修後も学生の英語力向上

をめざす。 

 

・ 言語教育センターにおいて、図書

館とも連携して外国語学習用教材

の充実と学生の利用を図るととも

に、学生の英語への関心を高め、

英語運用能力を向上させるイベン

トを開催する。 

 

 

 

 

・ Glexa（再掲）を活用しながら、学

生の英語力について、２年次修了

時までに全学生がTOEIC600点以

上となることを最低到達目標と

するとともに、更なる向上を促

し、平均点700点以上をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 言語教育センターにおいて、学生の英語運用能

力を向上させるため、TOEICオンライン講座を

開講した。２～３月にかけて４時間×４日間

で行った（９人受講）。アンケート結果では高

い評価を得た。 

学生の英語使用の機会提供として、英語教員

と市内のハイキングやウォーキングイベント

に参加し、英語でコミュニケーションをとる

機会を複数回設けた。 

 

・ ２年次の239人の学生が２月にTOEICを受験し、

600点以上は55.7％とこれまでで最も高くな

った。年度計画の目標には達しなかったが、

600点以上の学生の割合は、入学時の14.7％か

ら大きく増加した。平均点についても612点

と、これまでで最も高くなり、入学時の508点

から104点向上した。 

・ 目標達成については、１・２年次での英語集中

プログラムの着実な実施のほか、令和２年度

までのTOEICの結果を教員間で共有し、各科目

において授業改善を行った。このほか、主に次

のとおり取組を行った。 

○２年次にALC社のTOEIC対策 e-learning を用

いた学習の実施。 

○NGSL学習課題の作成ならびにGlexaを用いた

NGSLテストの実施。 

○グローバルマネジメント学科、食健康学科の

 
 

 
a 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改善を要する点） 

中期計画に定めた目標

値達成のためには、さ

らなる英語力向上に資

する取組が必要であ

る。 

一方、入学後の伸び率

や全国を上回る実績な

どは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イｃ 入学時、１年次修了時、２

年次修了時において、英語の

外部試験を実施して学修に対

するモチベーションを高める

とともに、その習熟度を測定

し、結果を検証しつつ大学全

体の結果について公表する。 

  【試験実施：毎年度】 

  【結果公表：31年度分から毎

年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 英語の授業を効果的に行うため、

入学前のプレースメントテスト

の結果を用いてクラス分けを行

うとともに、入学時と１年次修了

時、２年次修了時において外部試

験を実施する。また、その習熟度

を測定し、結果を検証しつつ大学

全体の結果について公表する。 

２年次において、海外プログラムが延期とな

ったことを踏まえ、英語に触れる機会を継続

させるため、３学期科目の一部を週１回開講

とし、２～３学期通しで実施。 

・ これまでの結果の検証から、令和４年度以降の

新カリキュラムについて検討を進め、健康発

達学部２年次にネイティブ教員の担当科目を

新たに設定するなど、新カリキュラムを決定

した。 

 

・ 英語集中プログラムの実施にあたり、入学前の

プレースメントテストの結果により、全10クラ

スにクラス分けを行った。また、入学時、１年

次修了時、２年次修了時にTOEIC-IPを実施し、

英語力の習熟度を測定し、その結果を学生に示

し、学修に対するモチベーションの向上につな

げた。令和２年度分の結果を検証、公表した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

(2) 入学者の受入れ   

アａ 本学にふさわしい意欲ある

学生を確保するため、ホーム

ページ等はもとより、県内高

校等での説明会、模擬授業、

オープンキャンパス等の積極

的な広報活動を展開してい

く。 

  【毎年度】 

・ 積極的な広報活動を展開していく

ため、2020年度にリニューアルし

たホームページや大学案内等を

効果的に活用し、アドミッショ

ン・ポリシー（入学者受入れの方

針）をはじめ、教員、学生生活、

イベント等に関して、高校生が読

みたくなるような魅力ある内容

・ 各係に設置している広報推進員が中心となっ

て、学内情報の収集を行うとともに、ホームペ

ージなどで大学の取組を積極的に発信した。 

大学院の設置認可にあわせて、志望者等に必

要な情報が伝わるよう、大学院専用ページを

ホームページ上に作成した。 

 

 

a 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アｂ 平成32年度からの大学入学

者選抜改革に対応するととも

に、その間までの志願者・入

学者の状況を検証し、県民枠

の設定、試験科目その他入学

者選抜方法等について検討

し、最適なものとする。 

  【32年度以降の入学者から毎

年度】 

を掲載する。また、学内情報の収

集を効果的に行い、タイムリーな

発信に努める。 

 

・ 広報戦略に基づき、積極的かつ効

果的に、職員の高校訪問や模擬授

業の実施、ガイダンスへの参加、

及び進路指導教員向け説明会等

の開催を行う。オープンキャンパ

スの開催は新型コロナの感染状

況を踏まえ実施の方法を検討す

る。また、学長による高校訪問を

適宜実施し、本学の基本方針や教

育内容を学長から高等学校長等

に直接説明する機会を設ける。 

 

 

 

 

 

 

・ 2021年度からの大学入学者選抜改

革を踏まえ、適切に対応する。ま

た、これまでの入学者選抜の状況

を検証し、2022年度以降の入学者

選抜方法の改善に向け検討して

いく。 

 

 

 

 

 

 

・ 広報戦略に基づき、次のとおり積極的な入試広

報活動を展開した。 

○高校での説明会・模擬授業（県内39回、県外11

回） 

○進路指導教員向け説明会をオンラインで実施

（計２回、51人参加） 

○リアルタイム配信型オープンキャンパスを学

部ごとにオンラインで実施（参加者334人） 

○オンラインでの入試相談の実施（23日間、参加

者68名） 

○進学相談会への参加（県内外13会場） 

○学長による高校訪問を実施。高校の校長及び

進路指導主事教員に対し、本学の基本方針や

教育内容を説明する機会を設けた。（10校） 

○新型コロナの影響により、昨年度は受入がで

きなかったキャンパス見学を６校受け入れ。 

 

・ 文部科学省が求める感染症予防対策を鑑み、入

学者選抜の実施方法について検討を行い、入

学者選抜要項を公表した。 

初めて実施したグローバルマネジメント学科

編入学試験についても、学生募集要項を作成

し、公表した。 

総合型選抜（10月中旬）では、新型コロナの感

染拡大によりオンライン実施に変更したが、

そのほかの選抜試験については、感染防止対

 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

策を徹底した上で要項通りに実施した。  

イａ 編入学の実施学科、募集人

員の規模、入学者選抜方法等

について検討し、平成34年度

の編入学実施の方向で対応を

進める。 

  【検討：32年度を目途に】 

 

 

 

 

 

イｂ 単位互換について、対象科

目等について検討し、平成33

年度までに実施の方向で他大

学との協議等を進める。 

  【検討：32年度を目途に】 

・ 2022年度編入学試験募集要項を作

成し、周知するとともに、編入学

試験を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 本学学生が高等教育コンソーシア

ム信州の単位互換を実施する。ま

た、2022年度に本学科目をコンソ

ーシアム信州の単位互換科目と

して提供できるよう準備する。 

・ グローバルマネジメント学科において、10月に

編入学学生募集要項を公表し、11月に編入学入

試を実施した（４人が入学）。 

・ 編入学受入れの過程では、受験予定者のうち、

希望者からの入学後の単位認定想定に関する

相談に随時応じるとともに、学科担当教員を中

心に単位認定を想定することで出願の参考と

なるよう取り組んだ。また、編入学後の円滑な

学修を支援するため、編入学に係る英語外部試

験による単位認定についても検討・決定した。 

 

・ 本学学生がコンソーシアム信州（県内10大学加

盟）の単位互換科目を履修できるよう、前期及

び後期において、学生に対して履修手続きを

周知した。 

昨年度決定した本学からコンソーシアム信州

の単位互換科目として提供する２科目につい

て、オンデマンド授業用の撮影など、提供のた

めの準備を進めた。（令和４年度から提供開

始） 

a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

(3) 教育の質の向上等   

アａ 成績評価にＧＰＡ（成績評

価値）を用いて、学修成果を

可視化して学修に対するモチ

ベーションを高めるととも

に、その分布の検証と適正化

を行い、その結果を授業内容、

方法等の改善につなげる。 

・ 成績評価にＧＰＡ（成績評価値）

を用いて、学修成果を可視化す

る。また、その分布の検証や課題

の整理を行い、その結果を授業内

容、方法等の改善につなげる。 

 

 

・ 成績評価にＧＰＡを用いて学習成果を可視化

し、学期ごとにＧＰＡを学生に周知した。学修

に対するモチベーションを高めるため、成績

優秀者に学長表彰を実施した。 

複数教員が担当する「発信力ゼミ」では、令和

２年度に構築したルーブリック（評価基準）を

活用し、担当教員間での認識共有を行うなど、

ｂ 
 
 
 
 
 
 

（改善を要する点） 

中長期的にＧＰＡの分

布の検証や課題の整理

などを行い、ＦＤ研修

とセットで進めていく

必要がある。 

 

24 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

【毎年度】 

 

アｂ 予習・復習の内容について、

学務システム等を用いて学生

に周知するとともに、少人数

教育を基本とした学生と教員

との距離が近い教育を行い、

活発なディスカッションにつ

なげて授業理解の深化を図

る。 

  【毎年度】 

 

 

・ 予習・復習等について、シラバス

に具体的に記載するとともに、学

務システム等を用いて学生に積

極的に周知する。また、参考文献

の提示や資料配布、レポート・課

題提出等、教員と学生をつなぐ重

要なツールとして、教員対象に

Glexa（再掲）や学務システムの研

修を実施し、積極的かつ効果的な

活用を促進する。さらに、学生に

対して予習・復習に関するアンケ

ートを実施し、学修時間の把握に

努める。 

 

・ 授業にディスカッション、ディベ

ート等を含めることにより、対話

型の授業を展開させ、学生の学び

の意識を高め、授業理解の深化を

図る。 

 

授業評価の公平性を図った。 

 

・ 予習・復習等について、シラバスに具体的に記

載し、学務システム及び大学HPで公表した。学

生に対し、ガイダンスでの説明や履修案内・学

生便覧の配布により、学務システムへの接続

方法などの使い方を周知した。 

令和２年度に増強したGlexaについて、学生に

は新入生ガイダンスで周知し、参考文献の提

示や資料配布、レポート・課題提出等、教員と

学生をつなぐツールとして活用した。 

・ 12月には全学生向けの学生調査（大学IRコンソ

ーシアムと連携したもの）を行い、予習・復習

時間を含めた学修時間の把握に努めた。 

 

 

・ ディスカッションや資料収集、学務システム等

を利用した課題提出等により、主体的な学びを

促し、学生の授業理解を深めた。 

・ オンライン授業・対面授業・ハイフレックス授

業を併用し、授業形態に関わらず学生が主体的

に授業に参加できるようプレゼンテーション

やディスカッション等を導入した。 

・ 授業改善アンケートの項目「教員は双方向的な

授業を行う工夫をしていた」の全学平均値は、

１、２学期は全学平均4.3（５点満点）、３、４

学期は全学平均4.35となった。 

 

 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

イａ グローバルな社会で活躍で

きるための教養教育と専門教

・ グローバルな社会で活躍できるた

めの教養教育と専門教育につい

・ 令和４年度以降の新カリキュラム編成を検討

するため、各学科における新カリキュラム編

a 
 

 

 

27 

 



17 

 

中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

育について、本学のめざす人

材育成に適したカリキュラム

となっているか検証し、必要

に応じ、科目の追加等、最適

なカリキュラムへの変更を行

う。 

  【検証：33年度】 

【変更：検証結果や変更結果

を踏まえ、34年度以降毎年

度】 

 

 

 

 

 

イｂ 大学院については、設置に

向けた具体的な計画を検討

し、検討結果について県に提

案する。 

  【提案：32年度中】 

て、完成年度後の新カリキュラム

編成を検討し、本学のめざす人材

育成に更に適したカリキュラムと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大学院設置基本構想を県に提

案しているため、中期計画を達成

済み。） 

成のワーキングチーム等で検討を進めた。完

成年度後を見据えて新たに策定した教育目標

や全学及び各学科のカリキュラム・ポリシー

に基づき、各学科のワーキングチームにおい

て、これまでのカリキュラムの検証を行った。 

新カリキュラムにおいては、複雑化する現代

社会に応じた多様な学びを可能にするための

科目（例:「ジェンダー論」「マーケティング・

リサーチⅠ(分析)」「保育とICT」）や専門性の

高い科目(「行動経済学」「臨地実習Ⅷ」「海外

保育事情」)などを新設。このほか、健康発達

学部における２年次科目へのネイティブ教員

の担当科目の新配置等を行った。新カリキュ

ラムをもとに、学則改正を行った。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

ウａ ＦＤ研修に毎年度１回以上

参加する教員の割合について

100％をめざすとともに、学生

による授業評価を導入し、そ

の結果を授業の改善につなげ

るよう取り組む。 

  【毎年度】 

 

 

 

・ ＦＤ・ＳＤ委員会を開催し、教育

の質の向上という観点から、ＦＤ

研修の内容を検討する。研修の年

間計画を作成・周知の上、ＦＤ研

修を実施し、毎年度１回以上参加

する教員の割合について100％を

めざす。 

 

・ 学生に対する授業改善アンケート

について、内容や公表方法等を検

・ ＦＤ研修を計４回実施し、１回以上参加した教

員の割合は100％となった。 

ＦＤ・ＳＤ委員会において、研修の年度計画、

独自の研修の企画等を検討し、研修の年度計

画を学内に周知した。一部研修を教員会議の

開催に合わせて行ったほか、研修内容を動画

で配信するなど工夫し、参加率向上を図った。 

 

・ 学生に対する授業改善アンケートを学期ごと

に年４回実施した。アンケート結果・報告書を

a 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

ウｂ 教員が相互に授業参観を行

い、自らの授業の内容・方法

の改善に役立てるようにす

る。特に「発信力ゼミ」など

毎年度、担当教員が交代する

可能性がある科目について

は、授業参観の実施とともに、

年度末に、授業成果について

教員間で意見交換を行う。 

  【毎年度】 

討の上、各学期ごとに実施すると

ともに、ＦＤ・ＳＤ委員会が教員

の授業への取組方法や学生の授

業満足度等を検証し、その結果を

授業の改善につなげるよう取り

組む。 

 

・ ＦＤ活動の一環として、教員が相

互に授業参観を行い、自らの授業

の内容・方法の改善に役立てるよ

うにする。「発信力ゼミ」について

は、教員間で優れた授業のノウハ

ウを共有するとともに、年度末

に、授業成果や翌年度の授業計画

等について教員間で意見交換を

行う。 

理事長、学長、事務局長、学部長や学科長と共

有するとともに、各教員に担当授業の結果を

提供し、各授業担当教員へ担当授業のアンケ

ート結果に対する、授業改善に向けた今後の

方針を検討するよう促した。 

 

 

・ 教員が相互に授業参観を行い、自らの授業の内

容・方法の改善に役立てた。 

「発信力ゼミ」については、教員間の意見交換

を随時実施した。オンライン授業となった１、

２学期は毎週ゼミ担当者で打ち合わせを行い、

授業内容の改善の検討を行った。また、ワーキ

ンググループを組織し、授業成果や課題等の整

理を進めた。 

・ ２月には発表会を行い、各クラスの成果を教員

が参観した。 

 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

(4) 学生への支援   

アａ 象山寮において、豊かな人

間性、主体性、社会性、コミ

ュニケーション能力等を身に

付けられるよう、教員、地域

の方などと語り合う「象山未

来塾」等の学修プログラムへ

の参加を寮生に促す。 

  【毎年度】 

 

 

 

 

・ 新型コロナ感染防止の観点から、

１年次全寮制は見合わせ、約半数

の部分入寮とするが、入寮の成果

を高めるため、寮生の生活、学修

等の基本方針に基づき、寮監等が

学生サポートセンター、管理人等

と連携して生活、学修指導等を行

う体制を取る。併せて、寮に入れ

なかった学生の生活や学修を支

援する。 

 

 

・ 新型コロナ感染防止の観点から、１年次全寮制

は見合わせ、半数入寮とした（１年生118名、

上級留学生２名）。入寮の成果を高めるため、

寮生の生活、学修等の基本方針に基づき、寮監

等が学生サポートセンター、管理人等と連携

して生活、学修指導等を行う体制を整えた。 

定期的なユニットリーダー会議やユニット訪

問を通して、消毒や特別運営に伴う行動ルー

ルの徹底を図り、実施状況を寮生に共有した。 

「先輩学生による相談会」を後町キャンパス

及び三輪キャンパスにて計８回実施し、履修

やアルバイトなどについて気軽に相談できる

a 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アｂ 象山寮において、寮生が自

主的に協調して生活・活動で

きるよう、上級生がレジデン

ト・アシスタントとなり支援

する体制を執る。 

  【31年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「象山未来塾」について、寮生が

多彩なゲストと語り合い、イノベ

ーションの考え方に触れ、自身の

キャリア（生き方）と向き合える

内容・プログラムを検討し、寮生

の主体的な参加を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 寮生の自立的な生活ルールを定め

実行していくため、ユニットリー

ダー会議を開催し、寮生が「象山

未来塾」、社会貢献活動を行うサー

ビスラーニング等の学修プログラ

ムへ参加するよう促す。 

 

機会を、全１年生に提供した。 

・ 寮生及び寮に入れなかった学生の交流会を９

月にオンラインで実施した。（寮生14名、非寮

生16名が参加） 

寮長が主体となり、１年生全員による対面で

の交流会（スポーツ大会等）を企画するなど、

実行委員22名を対象に感染対策講義を開催、

コロナ禍での学生活動の再開を支援した。（交

流会は新型コロナの感染拡大により中止） 

 

・ 従来は寮活動の一環として寮内で開催してい

た「象山未来塾」は、コロナ禍により制限入寮

であること、１年生全員を対象とするイベン

トであることから、感染拡大状況に合わせ、オ

ンラインも活用しながら２回実施した。 

○第１回（11月） 

県健康福祉部薬事管理課の麻薬Ｇメンを講師

に迎え、薬物乱用防止について講義 

○第２回（12月） 

元Jリーガーを講師に、挫折からの復活による

新し生き方の見つけ方をテーマに対面による

講義 

 

・ コロナ禍に対応した寮生活を送るため、例年は

年に５回程度開催していたユニットリーダー

会議を計９回に増やした。寮生活を安全に送

るために必要な消毒や行動ルールに関するチ

ェックを寮生自身ができるように指導し、セ

ルフチェックの結果等を共有するとともに、

寮生活での問題事案を、寮生自らが解決する

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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34 

 

 

 

 

 

 



20 

 

中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アｃ 学生の地域との連携・交流

につながる取組をソーシャ

ル・イノベーション創出セン

ターやキャリアセンターにお

いて推進する。 

  【32年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ レジデント・アシスタントの2021

年度入寮枠を設けることができ

なかったため、上級生が１年次の

学生を生活面や学修面で支援す

る体制を執る。 

 

 

 

 

 

 

・ 地域の企業や市町村等のプロジェ

クトに、学生が自らの問題意識に

基づき主体的に参加することを

促し、大学での学びを実践の中で

深める学習（ Remote Project-

Based Learning）プログラム等を

地域と連携して実施する。また、

大学発ベンチャーを支援する学

内制度を活用し、起業をめざす学

よう検討させた。また、11月には寮総会を開催

して、寮生活において遵守すべきルールを再

確認するとともに、ユニットを清潔に保つた

めに必要な取組を開始した。 

・ サービスラーニングとして、ながのNPOセンタ

ー提供の「地域まるごとキャンパス」の説明会

を７月に実施し、寮生19名と寮に入れなかっ

た学生23名の計42名が説明会に参加、実際の

活動には９名が参加した。 

 

・ レジデント・アシスタントの令和３年度入寮枠

を確保できなかったため、令和２年度寮生の

中から３名の上級生をアルバイトとして雇用

し、履修登録や生活面での相談会を寮で６回、

三輪キャンパスで２回実施した。また、このほ

かに上級生８名を雇用し、寮生に対してユニ

ット内の消毒の方法や、オンライン受講に必

要な環境整備の方法を職員と共に支援した。 

年度当初に寮担当職員等によるユニット訪問

指導を実施した。（４月18回、５月４回） 

 

・ 学生が具体的な地域の企業や自治体のプロジ

ェクトにリモート参加し大学の学びを実践の

中で深める学習（PBL）プログラム等を地域連

携のもと試行した。 

○松川町との協働によるRPBL実施（学生３人参

加） 

○王滝村との協働によるRPBL実施（学生９人参

加） 

○カミツレ研究所（池田町）から大学発ベンチャ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ｓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特筆すべき点） 

学生が参加するRPBLプ

ログラムの積極的に実

施しているほか、学生

が大学の制度を活用

し、主体的に社会課題

を発見し、解決のため

地域連携のもと取り組

んでいる。 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

生等の取組を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ー会社へ業務委託契約締結 

○学生起業会社が日本財団・長野県みらい基金

の「次の信州創生プロジェクトリビングラボ

事業」の北信エリアを受託契約にて主体的実

施（CSIで実施支援） 等 

・ 学生が理事長裁量経費も活用しながら、次のと

おり地域と連携し、主体的に取り組んだ。 

○KENDAI MARCHEの開催 

○自治協議会と連携した「もったいないキッチ

ン」映画上映会の開催 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

イａ 就学困難な学生のための授

業料減免の実施や奨学制度の

構築を進めるとともに、金融

機関と連携して海外プログラ

ムに係る支援を実施してい

く。 

  【実施：毎年度】 

 【奨学制度の構築：30年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 就学困難な学生を支援するための

授業料減免や奨学制度のほか、私

費外国人留学生に対する奨学制度

に基づき、支援を着実に実施する。

また、金融機関等と連携して海外

プログラムに係る支援を実施して

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 修学支援が必要な学生に対し、JASSO（日本学

生支援機構）の給付等奨学制度及び授業料減

免を案内し、採用後は適格認定（学業）等の手

続きを行った。 

○奨学制度(３月末時点の奨学金受給人数）:給

付104名(うち家計急変採用者３名）、貸与(１

種)196名、貸与(２種)147名 

○授業料前期分減免：109名(うち第Ⅰ区分71名、

第Ⅱ区分22 名、第Ⅲ区分16名） 

○授業料後期分減免：104名(うち第Ⅰ区分63名、

第Ⅱ区分29名、第Ⅲ区分12名） 

・ 上記修学支援制度では非該当の外国人留学生

向けに、本学独自の減免制度により支援を行

った。 

○授業料半額減免：６人 

○寮費全額減免：２人 

・ コロナ禍で家計が急変した学生向けの経済支

援として、JASSO助成金及び本学同窓会の六鈴

会寄付金を活用し、「食」と「住」に関する支

援を行った。 

a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イｂ 安心して学生生活を過ごせ

るよう、学生の健康診断受診

率について100％をめざすと

ともに、学生サポートセンタ

ーにおいて、きめ細かに学生

の健康・メンタル、学修等の

相談に応じる。 

  【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 学生の健康診断受診率について

100％をめざすとともに、学生サ

ポートセンターにおいて、スクリ

ーニング等を実施し、悩みの早期

発見・支援に努めるほか、学修や

対人関係、心身の健康、障がいに

関する悩み等の相談にきめ細か

に応じる。 

 

 

 

 

 

 

○「食」：おこめ券４千円分の配布（313名） 

○「住」：非入寮の１年生でかつ自宅外通学者に、

上限４万円の家賃費用等を補助（24名） 

・ 文部科学省「学生等の学びを継続するための緊

急給付金」事業について、給付および第１種貸

与奨学金受給者等を対象に案内し、支援を行

った。（給付奨学生104名、第１次推薦採用70

名、第２次推薦採用20名、第３次推薦採用4名、

追加推薦採用１名） 

・ 海外プログラムは、JASSOの「海外留学支援制

度（協定派遣）」において、全９プログラムの

申請を行い、５プログラム計39人総額307万円

の給付型奨学金が採択された。しかし、給付型

奨学金は対面実施した場合のみの支給のた

め、採択された奨学金は給付されなかった。 

 

・ 4月に学生定期健康診断を実施し、受診率は

98.5％となた。期間内に受診できなかった就

活学生や入国できない留学生等には、提携病

院での受診や自費受診を勧奨した。 

・ 学生からの相談に次のとおり対応した。 

○修学上、心身の不調等の悩みのある学生に対

してカウンセラーおよび保健師による継続的

な相談を実施し、必要に応じて関係部署や教

職員、外部機関等との連携を図った。（相談延

べ896件） 

○カウンセラーにより継続的対応するとともに

悩みの早期発見・支援に向けて４月及び10月

にスクリーニングを実施。 

○メンタルヘルス等の情報の情報提供や相談窓

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 大学食堂の事業者と連携し、学生

の適切な食生活に配慮して、寮の

朝食や大学食堂での昼食の提供

を行う。 

 

 

 

口の周知を行うため学生相談だよりの発行 

○寮における集団生活での悩みの早期発見・支

援につなげるため、カウンセラーによる個別

相談会の実施 

○寮管理人と定期的に寮生活での悩みのある学

生について情報共有・サポートの検討 

障がいを持つ学生に対して、安心して大学生

活を送れるよう修学上および大学生活上での

合理的配慮の提供を行った。 

 

・ 食堂において、新型コロナ対策としてパーティ

ーションの設置および消毒の徹底を行いなが

ら、昼食を提供した。日替わりでパンの販売や

食数限定で特別メニューの提供、期間限定で

単品を増やすなど、メニュー改善を行った。 

朝食については、コロナ対策として、弁当形式

で提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

ウａ 就職、進学等に向け、資格

取得に必要な学修支援、個別

指導、社会的自立に必要な論

理的思考力、コミュニケーシ

ョン能力など汎用的な能力の

養成を行うとともに、キャリ

アセンターにおいて、インタ

ーンシップの実施などキャリ

ア形成や就職活動の支援に取

り組み、就職希望者について

は就職率100％をめざす。 

  【インターンシップ：32年度

以降毎年度】 

・ １年次は発信力ゼミにおけるキャ

リア講座で将来の進路を見据え

た４年間の目標設定を行う。２年

次は自身の能力、価値観を理解す

るための適性検査を行う。３年次

は進路選択に向けた自己分析講

座、就職面接等の対策講座や業

界・企業研究会を開催する。また、

全学年を対象にインターンシッ

ププログラムを実施し、グローバ

ルマネジメント学科の３年次に

ついては、正課科目として単位を

認定する。上記のキャリア形成や

・ コロナ禍による求人数の減少、前例のない１期

生という厳しい環境下において、体系的な就職

支援プログラムの導入、きめ細かいキャリア就

職相談などを早期から導入することにより、就

職希望者の就職率100％を達成した。 

・ １～４年次に対して、適切なキャリア支援を次

のとおり体系的に行った。 

○１年次を対象に、教員と連携のもと発信力ゼ

ミにてキャリア教育講座を開講。グローバル

マネジメント学科は動画、健康発達学部は３

講座を対面実施 

○１～４年次を対象に、個別相談体制を強化、学

生のニーズの高い業界に精通するカウンセラ

ｓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（特筆すべき点） 

４年間を通じたきめ細

やかなサポートを行っ

た結果、就職率100％

を達成している。 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

  【就職率：33年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウｂ グローバルマネジメント学

科の学生について、選択した

コースに応じた専門性を生か

した進路選択やインターンシ

ップなど社会と関わる経験を

通しながら、身に付けたグロ

ーバルな視野とリーダーシッ

プを生かして、製造業、サー

ビス業、金融機関等への就職、

起業・創業、家業の承継、行

政機関、公共的団体等への就

職等へとつながるキャリア支

援を行う。 

  【インターンシップ：32年度

以降毎年度】 

 

就職活動の支援に取り組み、就職

希望者については就職率100％を

めざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ コースの専門性を活かした進路選

択を可能にするよう、多様な機会

を創出し、学生が社会と関わる経

験を通しながら、進路を主体的に

選択するためのキャリア・就職支

援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 単位認定する選択必修科目の「イ

ンターンシップ」を適切に実施す

ー３名を増員、相談予約枠を増設し、キャリア

就職相談体制の充実 

○１～３年次を対象に、インターンシップガイ

ダンス開催（５月、161人参加） 

○２・３年次を対象に、企業と連携し学内説明会

を実施。（単独企業説明会３回 業界企業研究

会６社 学内企業説明会９社） 

○３年次を対象に、17回の就職対策講座を開講。

公務員志望者のため、公務員に特化した対策

講座を４講座開講。 

・ 内定者による就職アドバイザー制度をスター

ト。16名のアドバイザーによる、相談、内定者

報告会４回実施。 

 

・ 夏期休暇期間中にインターンシップを実施し

た。（34社・団体、85人参加。３年生70人、２

年生12人、１年生３人） 

・ ２年生を対象に、１月にR-cap職業適性検査を

全員に実施（受検者230人 受検率97%）、２月

には解説会を開催した（参加者90人） 

・ ３年生を対象に、企業の人事担当者参加のもと

次のとおり説明会を開催した。 

○業界研究会（12月、６社・団体、参加者112人）  

○企業説明会（12月、９社・団体、参加者67人）  

○オンライン企業説明会（２月、14社、参加者58

人） 

○単独企業説明会（３社、参加者77人）。 

 

・ グローバルマネジメント学科３年生34人が「イ

ンターンシップ」を履修し、事前研修、実習、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

ウｃ 食健康学科の学生につい

て、保健所、病院、福祉施設、

給食施設等の臨地実習など社

会と関わる経験を通しなが

ら、様々な分野で、人々の健

康やＱＯＬ（生活の質）の向

上に寄与する食を通じた健康

のプロフェッショナルへとつ

ながるキャリア支援を行う。

管理栄養士の国家試験合格率

については、100％をめざす。 

  【合格率：33年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

 

・ 学科の専門性を活かした進路選択

を可能にするよう、多様な機会を

創出し、学生が社会と関わる経験

を通しながら、進路を主体的に選

択するためのキャリア・就職支援

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 食健康学科は２・３年次に臨地

実習を設定し、世界標準 500 時

間の実習を実施する。実践活動

の場において、科学的根拠に基

づいた栄養管理マネジメントが

できる能力をかん養するととも

に、管理栄養士の職務と役割に

ついて理解を深め、自覚を促

す。また、３年次１、２学期に

ゼミナールを、３年次３、４学

期から４年次には卒業研究を開

事後研修、成果報告会を経て、単位認定した。 

 

 

・ ４年生全員とのキャリアセンター職員の個別

面談や（４月）、３年生を対象にした進路希望

調査の実施し、結果を教員と共有、学生の進路

への意識と方向性を確認し、結果を踏まえた

支援を行った。 

・ 年次ごとに次のとおりキャリア支援を実施し

た。 

○１年生：キャリアデザイン講座（計２回、いず

れも全員参加） 

○２年生：キャリアデザイン講座（計４回、いず

れも全員参加） 

○３年生：就職ガイダンス（６月、24人）就職対

策講座（１月、25人） 

○全学年：キャリア相談会（計７回、延べ79人参

加）、内定者報告会（12月、21人）。 

 

・ 食健康学科は、２・３年次に臨地実習を設定し、

世界標準500時間の実習を確保した。実践活動

の場において、科学的根拠に基づいた栄養管

理マネジメントができる能力をかん養すると

ともに、管理栄養士の職務と役割について理

解を深め、自覚を促した。 

３年次１・２学期にゼミナールを、３年次３・

４学期から４年次には卒業研究を開講し、研

究的視野をもって実践に臨み、リーダーとし

て活躍できる基盤を養った。 

４年次には、総合演習を開講し、将来の管理栄

 
 
 
a 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウｄ こども学科の学生につい

て、保育所、幼稚園等の保育

臨床経験など社会と関わる経

験を通しながら、専門ゼミな

どにより、こどもの成長・発

達をめぐる現代的な課題や保

育者の多様な役割について理

解し、保育士、幼稚園教諭等

の教育や子育てに関わる専門

職へとつながるキャリア支援

を行う。 

  【専門ゼミ：31年度以降毎年

度】 

講し、研究的視野をもって実践

に臨み、リーダーとして活躍で

きる基盤を養う。さらに、４年

次には、総合演習を開講し、将

来の管理栄養士として必要な基

本的知識の整理、統合を図り、

実践的な応用力を高める。管理

栄養士の国家試験合格率につい

ては、100％をめざす。 

 

・ 学科の専門性を活かした進路選択

を可能にするよう、多様な機会を

創出し、学生が社会と関わる経験

を通しながら、進路を主体的に選

択するためのキャリア・就職支援

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ こども学科は、２・３年次にこど

も学ゼミを、４年次には卒業研究

を開講し、一人ひとりの学生にき

め細かな専門指導を行う。加え

て、２年次は幼稚園実習を、３年

次は保育所実習及び施設実習を、

養士として必要な基本的知識の整理と統合を

図り、実践的な応用力を高めた。 

・ 管理栄養士の国家試験について、学生個別指導

や面談を実施し、合格率96.7％（受験者30名、

合格29名となった。【全国の合格率：65.1％】 

 

 

 

 

 

・ こども学科の３年生を対象に進路希望調査を

実施した。その結果を教員と共有し、学生の進

路への意識と方向性を確認し、結果を踏まえ

た支援を行った。 

・ 学科に特化した就職ガイダンスを次のとおり

実施した。また、全学年対象にした内定者報告

会を実施した。（12月 62人） 

○２・３年次対象 

・キャリアガイダンス（２月 39人） 

○４年次 

・保育系（私立）就職ガイダンス（５月、48人） 

・就職ガイダンス（計２回、延べ76人） 

・面接対策講座（７月、14人） 

 

・ 年次ごとに、次のとおり専門指導を行った。 

○２年次 

・「こども学ゼミⅠ（必修）」を、少人数（6～7名）

の６グループに分けて実施した。幼稚園への

教育実習Ⅰ（40名）を計画どおり実施した。 

○３年次 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

さらに４年次においても幼稚園

実習を実施し、将来の保育・幼児

教育のリーダーに必要な教育力・

実践力を養う。 

 

・「こども学ゼミⅡ（必修）」を、３つのコースに

分け、２～４名の少人数によるゼミを実施し

た。保育所実習Ⅰ（39名）、施設実習Ⅰ（39名）

及び保育所実習Ⅱ（30名）を計画どおり実施し

た。  

○４年次 

・「卒業研究（必修）」を、２～４名の少人数によ

るゼミ内で実施した。幼稚園への教育実習Ⅱ

（39名）、令和２年度から延期となった保育所

実習Ⅱ（32名）、施設実習Ⅰ（39名）、及び施設

実習Ⅱ（６名）を計画どおり実施した。 

【再掲】 

２ 研究 

(1) 特色ある研究の推進 

  

ア 地域課題の解決に資するよ

う、本学として重点的に取り組

むべき研究について、テーマの

明確化を図るとともに、研究費

の学内配分等を工夫して推進す

る。 

 【毎年度】 

 

イ 複雑化・多様化する課題に対

応するため、学問領域を越えた

研究や他大学等との共同研究に

積極的に取り組む。 

 【毎年度】 

 

ウ 研究成果を地域に還元するた

め、学会、学術誌等における発

・ 地域課題の解決に資するよう、本

学として重点的に取り組むべき

研究について、科学研究費補助金

の申請や若手研究者の支援を促

進するよう、研究費の学内配分等

を工夫して推進する。 

 

 

・ 複雑化・多様化する課題に対応す

るため、学問領域を越えた研究や

他大学等との共同研究に積極的

に取り組む。 

 

 

・ 研究成果を地域に還元するため、

学会、学術誌等における発表に加

・ 「学長裁量経費」を活用して、教員から提案さ

れた教員の研究プロジェクトに対し、研究費

の配分を行った（８件、約158万円）。このうち、

地域課題の解決に資する研究は１件、40万円

で、具体的には、中山間地域における買い物困

難者対策の調査と提案に取り組んだ。 

 

 

・ 学問領域を越えた研究や他大学等との共同研

究として、31件の研究課題を実施した。（グロ

ーバルマネジメント学科：16件、食健康学科：

11件、こども学科：４件） 

 

 

・ オンラインによる学会発表、一般雑誌への掲

載、県民に向けた研究発表や講演、ホームペー

a 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 

 
a 
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48 

 

 

 

 

 

49 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

表に加えて、県民にとって具体

的でわかりやすい形で情報発信

をするとともに、長野県に関わ

る資料の収集・充実に努める。 

 【毎年度】 

えて、県民に向けた研究発表・講

演、ホームページなどにおいて、

具体的でわかりやすい形の情報

発信をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 2020年度に策定した「長野県立大

学図書館における地域資料の収集

および活用に関する方針」に基づ

き、長野県及び本学に関する資料

の選択的な収集に努める。 

ジなどにおいて、具体的でわかりやすい形で

の情報発信を行った。 

オンラインによる学会、学術誌等において研

究成果の発表を積極的に行った。また、県民に

向けた発表の場として、講演会や各種メディ

ア、ホームページへの掲載を活用して情報発

信を行った。また、教員の研究活動は、ホーム

ページのほか、国立研究開発法人科学技術振

興機構が提供する研究者データベース

（researchmap）に掲載している。 

○令和3年度の主な情報発信実績 

学会発表：19件、論文投稿：20件、著書刊行：

13冊、講演会・メディア出演：130件）。 

 

・ 「長野県立大学における地域資料の収集およ

び活用に関する方針」の収集基準に合致する資

料67冊を収集した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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(2) 研究費の確保   

ア 科研費に係る教員の申請率に

ついて、継続者を除いて毎年度

80％以上をめざすとともに、申

請手続、金銭管理等に関する支

援体制を執る。併せて、積極的

な応募と獲得を促進するための

インセンティブ等のあり方につ

いて検討し、実施していく。 

 【毎年度】 

・ 科学研究費補助金に係る教員の

申請率について、継続者を除い

て毎年度80％以上をめざすとと

もに、申請手続、金銭管理等に

関する支援体制を執る。併せ

て、科研費申請と特別研究費配

分を関連させ申請の促進を図

る。 

 

・ 本学教員が研究代表者となっている科研費の

申請率は、継続者を除いて22％となった。（新

規申請者数：12人、継続研究者数：15人）この

うち採択は５件となり、採択率は42％となっ

た。 

・ 令和３年度の本学教員が研究代表者となって

いる科研費の件数は20件、分担者としては21

件の研究を行った。このほか、６件の受託研究

を行った。 

ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
 

（改善を要する点） 

中期計画に定めた目標

値達成のためには、新

規申請を促す取組が一

層必要である。 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ソーシャル・イノベーション

創出センターが窓口となり、共

同研究、受託研究等を積極的に

推進する。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 外部から本学との共同研究、受

託研究等を希望する旨の連絡を

ソーシャル・イノベーション創

出センターが窓口として受けた

場合には、それぞれの担当部署

に迅速に情報を提供し、本学と

しての積極的な共同研究、受託

研究等の推進につなげる。 

・ 科研費申請・採択の促進策として、名古屋市立

大学の郡健二郎学長よる、申請書の書き方に

関するFD研修を実施（７月，48名受講）。また、

郡学長の著作を申請期間中に希望教員に対し

て貸し出しを行った。このほか、職員による添

削や図書館への科研費獲得ノウハウ本の納入

を行った。 

 

・ 学内教員へアンケートをとり個別に地域との

連携支援を行った。 

地域包括連携協定を締結している長野市がデ

ジタル技術を活用し持続可能なまちづくりを

実現するため設立した産学官金連携組織

「 NAGANO スマートシティコミッション

(NASC)」に設立時（10月）から参画。活動会議

体（計10回）に参加し本学が地域と関わる関係

性を深めた。「NASCビジネスコンテスト」や

「NASCプロジェクト提案」で令和４年度実証

事業として採択された２事業において、４月

以降本学教員が企画段階から参画する予定。 

 
 
 
 
 
 
 

 
a 
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３ 地域貢献 

(1) 産学官連携 

  

ア 地域課題を解決し、地域イノ

ベーションを実現するよう、本

学が中核となり、企業、大学、

県・市町村、金融機関等が互い

の長所を生かし新たな展開につ

なげる取組を推進する。 

 【毎年度】 

 

・ 本学が中核となり、企業、大

学、県・市町村、金融機関、ソ

ーシャル・イノベーション創出

センターアドバイザリー・メン

バー及び地域コーディネーター

等と連携し、互いの長所を生か

し新たな展開につなげる具体的

な取組を行う。 

・ 様々な機関の関りによる地域課題解決の体制

構築や支援を次のとおり行った。 

○包括連携協定の締結：国立大学法人信州大学 

○包括連携協定に基づく連携事業の実施：KDDI

㈱・県教委と連携し、長野県中小企業家同友会

の協力で、高校生対象の「JIBUN発旅するラボ」

を実施。 

○学生主体の事業受託：日本財団・長野県みらい

a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）を切り口とした事業者支援

を企業、県、市町村、金融機

関、産業支援機関等と連携して

推進していく。 

 

 

 

基金「次の信州創造プロジェクトリビングラ

ボ事業」の北信エリアを学生起業会社が受託

実施。CSIが事業推進全般を支援。キックオフ

イベント１回、オンラインイベント５回、オン

ライン集会 毎月５回計10回。関係学生には貴

重な挑戦機会を提供でき、同時に、本学学生と

北信地域の他大学学生および社会人を含む多

世代との分厚い人的関係性が構築できた。 

○地域事業者が抱える課題を発掘し、そこに学

生を巻き込み、経営者とともに課題解決を考

える少人数制オンラインワークショップの企

画・開催（４回企画、３回実施） 

○地域コーディネーターと連携した市町村の取

組支援：「飯山グッドビジネス」（飯山市）、「松

川町RPBL」（松川町）等 

○県地域振興局が実施する、女性や若者、地域お

こし協力隊を対象とした起業塾での講義（北

信地域、木曽地域 各３回）、地域おこし協力隊

を対象とした起業相談会（上伊那地域１回）、

木曽地域の起業塾卒塾生ネットワーク構築支

援 等 

 

・ CSIの教職員が中心となり、SDGｓを切り口とし

た事業者支援に向けて、関係機関と連携し次

のとおり取り組んだ。 

○研修等でのSDGｓについての講演：屋代高校

「ＳＤＧｓ研修会」（５月・10月、延べ40人参

加、参加高校生が「信州SDGｓアワード」受賞）、

飯山高校「SDGｓ授業」（10月、77人参加） 

○農林水産省「あふの環2030プロジェクト～食

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 寄付講座の受入れにつながる

よう企業等との関係づくりを進

める。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 寄付講座の受入れにつながるよ

う、互いのメリットとなるよう

な企業等との息の長い関係づく

りを進める。 

と農林水産業のサスティナビリティを考える

～」への参画：「サスティナアワード2021」審

査員長（チーフ・キュレーター） 

○日本経済新聞社主催「日経SDGｓフォーラム 

消費者共創シンポジウム」パネルディスカッ

ション・ファシリテーター（チーフ・キュレー

ター） 

○県地域振興局主催の起業塾でのSDGｓについ

ての講義（北信、木曽各３回） 

○県総合政策課主催「信州SDGｓアワード審査

会」審査員（チーフ・キュレーター） 

○県企業局「売電等あり方検討有識者会議」委員

（チーフ・キュレーター） 

○第一生命とのSDGｓ連携（健康講座への講師派

遣１回） 

○第一生命と炭平コーポレーションがスポンサ

ーとなる初の学内コンペ「SDGｓ・地域貢献ア

イデアコンペティション」の開催、学生アイデ

アプラッシュアップサポート 

 

・ 寄付講座の受入れにつながるよう、次のとおり

企業等との関係づくりを進めた。 

○包括連携協定先や、県内経済団体、NPO団体と

の関係構築 

○NTT東日本との関係構築及びDX人材育成講座

の実施。（学生教職員約150人、全国で７大学が

参加） 

○JICA駒ケ根との関係構築及び連携相談（随

時）。協働し公開講座実施（１回） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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(2) 地域連携   
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

ア ソーシャル・イノベーション

創出センターを窓口に、地域の

人的・物的資源を再発見して事

業創造に結び付ける取組、健康

長寿日本一を推進する取組等と

連携し、事業者・創業者等の支

援、各種審議会への教員派遣に

よる助言等を行う。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地域に開かれた大学として、

・ ソーシャル・イノベーション創出

センターを窓口に、地域の取組等

と連携し、アドバイザリー・メン

バーや教職員の知見を活かした

事業者・創業者等の支援、信州ソ

ーシャル・イノベーション塾の開

催等を行う。また、県・市町村等

の各種審議会への教員派遣によ

る助言等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 地域連携の一環において、学生が

社会貢献活動に参加する機会を設

け、参加を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ソーシャル・イノベーション創出

・ CSIを窓口に、地域の取組等と連携市、事業者・

創業者等の支援を行った。 

○「信州ソーシャル・イノベーション塾」の開催：

連続コース（11月～２月、計４回、13人参加） 

○「飯山グッドビジネス」の支援：新規ビジネス

の創出支援（通年開催、GB３期生９名参加） 

○「保健医療福祉専門職向け起業塾」の開催：チ

ーフ・キュレーターによる起業支援を実施。２

～５月開催２名受講。塾後１名起業、１名事業

拡大。 

○地域事業者や県内進出企業へのヒアリングを

実施し、地域資源の発掘と地域課題の掘り起

こしを行った（ヒアリング22者）。 

・ CSIが窓口となり、県内自治体及び団体の審議

会等へ委員として新たに３人の教職員を派遣

した。 

 

・ 地域連携の一環において、学生が社会貢献活動

に参加する機会として、ながのＮＰＯセンタ

ーに県立大生向けのプログラムの提供を依頼

した。１年次へ大学生向けの地域活動体験プ

ログラムである「地域まるごとキャンパス」の

説明会(７月)について周知したほか（寮生19

名と非入寮学生23名参加）、10、11月に開催し

た寮総会等で周知し参加を促したが、長野県

域に「まん延防止等重点措置」が適用されたこ

となどもあり、地域貢献活動への参加者は９

名にとどまった。 

 

・ CSIを窓口に、県内教育機関との連携に積極的

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特筆すべき点） 
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58 



33 

 

中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

ソーシャル・イノベーション創

出センターを窓口に、県・市町

村、県内教育機関等との連携に

取り組み、多様な学習の場への

教員派遣、「象山未来塾」等を実

施するとともに、免許資格のた

めの講習等を実施する。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センターを窓口に、県・市町村、

県内教育機関等との連携に積極

的に取り組み、社会（地域）課題

の解決はもとより学生の学びに

も資する連携事業の実施、公開講

座の開催、多様な学びの場への教

職員派遣等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「象山未来塾」について、寮生が

多彩なゲストと語り合い、イノベ

ーションの考え方に触れ、自身の

キャリア（生き方）と向き合える

内容・プログラムを検討し、寮生

の主体的な参加を促す。 

 

 

 

 

 

 

に取り組み、多様な学びの機会を次のとおり

提供した。特に、令和２年度に包括連携協定を

締結したKDDI㈱及び県教委や中小企業家同友

会との連携事業として、県内の高校生を対象

とした「JIBUN発旅するラボ」を実施した（高

校生32人、本学学生10人参加、オンラインイベ

ント４回、対面イベント１回等）。 

○「公開講座」の開催 

・「コラボ公開講座」の開催：県内自治体や団体

との協働による学生・社会人対象の公開講座

（計３回、延べ100人参加） 

・「CSI公開講座」の開催：CSI単独での学生・社

会人対象の公開講座（計３回、延べ140人参加） 

・参加者満足度平均値4.5（５段階 ５点満点） 

○「デリバリー・アカデミア」の開催：計４回（う

ち１回感染拡大により中止）、専用広報媒体を

制作し各自治体に広報活動。 

 

・ 従来は寮活動の一環として１年生全員を対象

に寮内で開催していた「象山未来塾」につい

て、制限入寮中であることや新型コロナの感

染状況を鑑み、オンラインも活用して開催し

た。また、長引く行動制限により、学生のスト

レスも大きいことから、テーマの幅を広げ、学

生生活に役立つ内容を取り入れた。 

○第１回（11月） 

県健康福祉部薬事管理課の麻薬Ｇメンを講師

に、薬物乱用防止をテーマに講義 

○第２回（12月） 

元Jリーガーを講師に、自身の経験による生き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

過去に包括連携協定を

締結したKDDI㈱及び県

教委や、中小企業家同

友会といった産学官と

連携して、高校生や本

学学生に対し学びの場

を提供している。 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

ウ 地域との関係づくりを進める

中で、地域の状況に適した連携

の形態等を検討し、サテライト

拠点の具体化に向けて地域との

協議を進める。 

 【検討・協議：32年度を目途に】 

 

 

・ 地域コーディネーターと連携して

地域との関係づくりを進める中

で、各地域の状況に適した個別具

体的な連携の形態等を検討しな

がら、学生の学びに資する新たな

活動拠点も念頭に地域との協議

を進める。また、コワーキングス

ペース等とも積極的に必要な連

携を図る。 

方の見つけ方をテーマに講義 

 

・ ４人の地域コーディネーターを介して、県内各

地域の情報収集・関係づくりを進めるととも

に、地域のニーズに即した支援に次のとおり

取り組んだ。 

○地域課題をビジネスで解決する「飯山グッド

ビジネス」の支援（北信） 

○廃校を管理する「まちづくり会社」の支援（北

信） 

○多様な業種のキーパーソンが協働し新たな取

組を生み出す「長野をつなげる30人」の支援

（北信） 

○事業者が抱える課題に学生を巻き込みともに

アクションを考える「少人数制オンラインワ

ークショップ」の開催（東信） 

○ビジネスエコシステムを可視化する「松川町

イノベーターン」の支援（南信） 

・ 県の創業支援拠点「信州スタートアップステー

ション（長野市、松本市）」や、地域づくりの

拠点となるコワーキングスペース（松本市、塩

尻市等）との意見交換実施や、県内自治体や全

コワーキングスペースに大学院開学や各種イ

ベントの案内を行う等関係づくりを進めた。 

 
 
a 
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４ 国際交流   

ア 海外プログラムの研修先につ

いて、６か国７校を維持すると

ともに、さらに適した研修先の

追加も視野に、海外の大学に研

修の可能性について提案してい

・ 海外プログラム実施後の研修先

及び教員・学生による感想や意

見を元に、次年度に向けた改善

等の調整を必要に応じて行う。

同時に将来的な研修先追加を視

・ 令和２年度から延期したグローバルマネジメ

ント学科及び科目配当年次を変更したこども

学科について、６～９月にかけてオンライン

を主とした手段による代替プログラムを実施

した。食健康学科については、令和２年度実施

a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

く。 

 【維持：31年度以降毎年度】 

 

 

 

イ グローバルセンターにおい

て、海外の大学との交流協定・

交換留学協定の締結を進め、海

外からの留学生の受入れや地域

との交流、海外への長期留学等

について支援するとともに、教

職員の交流も実施していく。 

 【締結：31年度を目途に】 

野に入れた新規開拓も実施す

る。 

 

 

 

・ （交換留学を実施できる場合）

海外の大学との交流協定・交換

留学協定に基づき、学生の派遣

を開始し、受入体制を整える。

また、協定先の拡大に向けた海

外へのアプローチを継続的に行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時の改善点を踏まえながら、３月にオンライ

ンを主とした代替プログラムを実施した。 

実施したプログラムについては参加学生を対

象とした改善アンケートを行った。 

 

・ 交換留学協定先である明知大学（韓国）にグロ

ーバルマネジメント学部より学生１名の派遣

を開始した。（派遣期間：令和４年２月～令和

５年１月） 

コロナ禍且つ本学初の派遣であったため、学

生及び保護者との危機管理及び体調管理等の

確認は入念に行い、日本及び韓国双方の出入

国制限措置及び感染状況が流動的な中、学生

及び留学先大学と綿密にやり取りを重ねた結

果、無事に派遣に至った。 

・ 令和４年度後期派遣についてもグローバルマ

ネジメント学部より２名の候補学生を選考し

た。 

・ 協定校からの交換留学生受入に向け、単位認定

やシラバスの英語化に向けての準備を進め

た。アテネオ・デ・マニラ大学（フィリピン）、

James Madison大学（アメリカ）及びサイアム

大学（タイ）との令和４年度以降の短期・長期

プログラムの本学での受け入れについて協議

を進めた。中国伝媒大学とは大学間協定を締

結し、令和４年前半から１年間の客員研究員

受入に向けた覚書を締結した。 

・ ３月にはAPAIE（アジア太平洋地域の国際教育

交流団体が主催する世界大会）にグローバル

センター長がオンライン参加し、海外大学（主

 
 
 

 
 
a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

・ EJU（日本留学試験）利用選抜の

ほか、JPUE（日本大学連合学力

試験）を活用した私費外国人留

学生選抜を実施し、入学者獲得

をめざす。 

 

・ 留学生の獲得、海外大学との提

携等のために、海外向けの広報

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に北米、欧州、オセアニア）とのコロナ禍にお

ける留学状況の共有や大学間協定に向けた協

議を実施した。 

 

・ 11月実施の私費外国人留学生選抜では、EJU利

用出願者２名、JPUE利用出願者５名を確保し、

３名の入学となった。（EJU利用２名、JPUE利用

１名）。 

 

 

・ 訪日留学生向けポータルサイトJapan Study 

Supportへの情報掲載を継続して行った。 

日本留学支援協会主催「オンライン日本留学

展」の説明会に参加し、香港、マカオ、台湾、

マレーシアの学生、保護者向けに本学の説明

を実施した。 

日本学生支援機構主催「日本留学オンライン

フェア」オンライン説明会に参加し、全世界の

留学希望者及び日本国内の日本語学校に通う

留学生向けに本学の説明を行うとともに、本

学の情報を説明会ウェブサイトに掲載した。 

・ 国連広報部が運営し、世界各国の高等教育機関

同士及び国連との連携を促進するプログラム

であるＵＮＡＩ（国連アカデミックインパク

ト）に県内大学として唯一加盟し、３月に県庁

で記者会見を実施した。令和４年度にＵＮＡ

Ｉを活用し本学のグローバル化推進に繋がる

取組への準備を開始した。 

・ 県環境部環境政策課が２月に主催した国際学

生ゼロカーボン会議（オンライン）においてグ

 
 
 

 
a 
 
 
 
 
 
a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

 

 

 

・ 海外からの留学生が、日本での

生活に理解を深められるよう情

報収集を行うとともに、情報提

供の仕組みを整備する。また、

学生や教職員との交流を深める

機会を創出し、学生生活を充実

させられるよう支援体制を整備

していく。 

ローバルセンター長がファシリテーターとし

て登壇し、海外に向けて本学のプレゼンスを

高める取組を行った。 

 

・ 日本人学生と留学生が親睦を深められる機会

として、学内で交流会を開催し学生間の交流

機会創出を行った。本交流会については新型

コロナウイルス感染症の状況も見ながら対面

及びオンラインにて実施した。日本に入国し

ている留学生の在留期間更新のための必要な

情報提供を行った。 

・ 令和３年度入学生のうち、日本入国が叶わなか

った留学生に対して、入国に向けての準備、手

続きを行い、令和４年３月に入国制限が緩和

され、無事入国に至った。 

 
 
 
 
a 
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第３ 業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置   

１ 運営体制の構築   

ア 理事長と学長とを別に設ける

組織の利点を生かし、理事長は

法人経営の中心としてリーダー

シップを、学長は教育研究の責

任者としてリーダーシップを発

揮して迅速な意思決定を行うと

ともに、理事長、学長、学部長

等で構成し週１回程度開催する

大学運営会議において、双方の

意思決定の補助と意見の調整を

行う。 

 【毎年度】 

 

・ 理事長は法人経営の中心として

リーダーシップを、学長は教育

研究の責任者としてリーダーシ

ップを発揮して迅速な意思決定

を行うとともに、大学運営会議

において、双方の意思決定の補

助と意見の調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

・ 原則として週１回大学運営会議を開催した

（39回）。議題ごとに適宜関係者を会議に参

加させ、必要な情報を丁寧に収集し、論点を

整理した上で、迅速な意思決定を行った。そ

の結果、法人経営と教育研究双方の意見の調

整が円滑に進んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

イ 理事会、経営審議会、教育研

究審議会が明確な役割分担のも

と、それぞれの権限に基づき、

適切に大学運営を行う。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

ウ 適正な大学運営を確保するた

め、監事による監査結果と県に

よる監査結果、さらに、それら

の大学運営への反映状況を公表

する。 

 【31年度以降毎年度】 

・ 理事会、経営審議会、教育研究

審議会が明確な役割分担のも

と、それぞれの権限に基づき審

議・決定を行い、適切に大学運

営を行う。 

 

・ 各種学内会議の開催回数や開催方

法について、より効果的・効率的

となるよう年度内であっても必要

に応じて見直す。 

 

・ 適正な大学運営を確保するため、

監事が積極的に理事会に出席す

る。 

 

・ 監事や県による前年度の監査結

果と、その大学運営への反映状

況を公表する。 

・ コロナ禍によりオンライン開催としたが。定

款に則り、理事会（７回）、経営審議会（６

回）、教育研究審議会（５回）を適時に開催

し、審議及び決定を行った。 

 

 

・ 原則週１回行うこととしている新型コロナウ

イルス感染症対策本部会議について、緊急を

要する議題がある際には週に複数回開催する

など、柔軟に開催した。 

 

・ 年度内に開催した理事会７回につき、都度出席

を依頼し、すべての理事会に出席いただいた。 

 

 

・ 令和２年度の監事監査結果報告書を11月にホ

ームページで公表した。報告書では、法人運

営に対して不適切な事項の指摘はなかった。 

a 
 
 

 
 
 
a 
 
 
 
 
a 
 
 
 
a 
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２ 組織・人事運営 

(1) 研修及び人事評価 

  

ア ＳＤ研修に毎年度１回以上参

加する職員の割合について

100％をめざす。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

イ 教職員の能力と実績を適正に

評価し、処遇に反映できる制度

・ ＦＤ・ＳＤ委員会を開催し、職員

の資質向上という観点から、ＳＤ

研修の内容を検討する。研修の年

間計画を作成・周知の上、ＳＤ研

修を実施し、毎年度１回以上参加

する職員の割合について100％を

めざす。 

 

・ 教職員の業績評価制度について

は、適切な運用に向けて、2020年

・ ＳＤ研修を計５回実施し、１回以上参加した職

員の割合は100％となった。 

ＦＤ・ＳＤ委員会において、研修の年度計画、

独自の研修の企画等を検討し、研修の年度計

画を学内に周知した。職員が参加しやすい時

間に研修を開催するなど工夫し、参加率向上

を図った。 

 

・ 教員の活動評価について、令和３年度から１年

間を通して、全教員を対象に実施した。実績報

 a 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

の運用とその検証を進める。 

 【毎年度】 

度から開始した試行の結果を検

証し改善を進め、大学の理念や中

期目標・計画の達成や、本学の教

育、研究及び社会貢献等の改善と

向上をめざす。 

告及び評価については、令和４年度に目標設

定とあわせ面談を実施し振り返りを行う。 

県からの派遣職員については、県の人事評価

制度に基づき評価を実施し、処遇に反映した。 

法人固有職員については、当法人にあった制

度設計にするため見直しを行っている。 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

(2) 職員の確保   

 専門分野に精通した職員を

確保し、機能強化を進めるた

め、採用方針等を策定し、法人

固有の職員の確保に取り組む。 

 【方針等の策定：30年度】 

・ 採用方針に基づき、専門分野に精

通した職員を確保し、機能強化を

進めるとともに、法人固有の職員

の育成に取り組む。 

 

・ 業務量等を考慮し、年度内であっ

ても必要に応じて職員の配置や

分担等を見直す。 

 

・ 令和４年に開学する大学院業務を主務とする

職員を含め、法人固有の職員を３名採用した。

また、採用した職員の能力を見極め、適材適所

に配置することにより育成に取り組んだ。 

 

・ ３名の法人固有職員を採用するとともに、職員

の配置転換を行った。また、業務量が特定の職

員に集中しないよう、所属内において柔軟に

分担の見直しを行った。 

a 
 
 
 
 
a 
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第４ 財務内容に関する目標を達成するためとるべき措置   

１ 自主財源の増加   

 外部研究資金、受託研究、

寄附金等の獲得、教員免許状

更新講習の実施など自主財源

の増加をめざす。 

 【毎年度】 

・ 外部研究資金、受託研究、寄附

金等の獲得、教員免許状更新講

習の実施など自主財源の増加を

めざす。 

・ 令和３年度の主な外部資金獲得のために行っ

た取組の収入は次のとおり。 

○受託研究獲得状況：６件5,310千円 

○助成金研究獲得状況：１件2,000千円 

○受託事業獲得状況：２件3,000千円 

○厚労科研費獲得状況：１件450千円  

○寄附金獲得状況：企業等からの寄附３件9,980

千円（うち、寄付研究１件2,000千円）、古本募

金による寄附42千円 

○教員免許状更新講習の実施：延べ73人受講、

462千円収入 

a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

２ 経費の節減及び資産の管理運用   

 事務処理方法等を工夫し、経

費の節減をめざすとともに、他

団体からの出資を受ける場合

には、その出資金について安定

性・確実性を考慮した管理運用

を図る。 

 【毎年度】 

・ 教職員のコスト意識の向上に努

め、執行内容を検証しながら、事

務処理方法等を工夫し、経費の節

減をめざす。 

 

・ 長野市からの出資金及び積立金等

の余裕金について、安定性・確実

性を考慮した管理運用を図る。 

・ 契約事務に係る研修を行い、適切な処理による

効率的な業務遂行に努めた。 

 

 

 

・ 公共債の金利を注視しつつ安定性、確実性を考

慮し、譲渡性預金による運用を毎月実施した。 

a 
 
 
 
 
a 
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77 

 

第５ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためとるべき措置   

１ 自己点検・評価の実施   

 自己点検・評価を定期的に

実施し、その結果を公表する

とともに、教育研究活動や業

務運営の改善に活用する。 

 【31年度以降毎年度】 

・ 自己点検委員会を開催し、2020年

度の業務実績報告書の項目につ

いて、評価基準に基づき自己点

検・評価を行い、その結果を公表

する。また、2021年度計画の進捗

状況について、評価基準に基づき

中間時点での自己点検・評価を行

い、業務運営の改善に活用する。 

・ 自己点検委員会を計５回開催した。 

令和２年度自己点検・評価報告書を作成し、ホ

ームページで公表した。 

令和３年度計画の 10 月末時点の進捗状況につ

いて、中間段階での自己点検・評価を行い、評

価結果を理事会、経営審議会に報告した。 

a  78 

２ 積極的な情報発信   

 教育研究活動の状況につい

ての情報の公表はもとより、特

色ある教育、研究、地域貢献等

の活動についてわかりやすい

形で発信を行い、併せて、本学

の知名度やブランド・イメージ

の上昇に寄与する広報活動を

推進する。 

・ 2020年度にリニューアルしたホー

ムページの運用を確実なものとす

るため、学内情報をタイムリーに

収集し、ホームページを中心とし

て、教育研究活動や地域貢献活動、

法人運営等の情報をわかりやすい

形で発信する。 

 

・ 本学ウェブサイト上で教員が個々に自身の著

書や論文歴などの研究内容を情報発信した。 

各係に設置している広報推進員が中心となっ

て、学内情報の収集を行うとともに、ホームペ

ージなどで大学の取組を積極的に発信した。 

 

 

 

a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 【毎年度】 ・ 広報戦略に基づき、予備校・進学

情報業者等から提供（公表）され

たデータ及び本学の志願者の動

向を分析し、知名度やブランド・

イメージの上昇に寄与する広報

活動を展開していく。 

 

・ 志願者等のデータ分析結果を基に令和２年度

から開始した学長による高校訪問を継続して

実施した。令和２年度に訪問できなかった高

校や校長が変わった高校を中心に訪問した。

（10校） 

a 80 

 

 

 

 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置   

１ 施設設備の整備、活用等   

 図書館（三輪キャンパス）、

講義室（後町キャンパス）等

について県民が活用できる態

勢を整えるとともに、学修支

援に資するＩＣＴ環境、その

他の施設設備の維持管理を適

切に行う。 

 【毎年度】 

・ （貸付け等を実施できる場合）図

書館、大学食堂について、県民が

利用しやすい環境づくりに努め

る。また、アリーナ（三輪キャン

パス）、講義室、ミーティングル

ーム（後町キャンパス）等の貸付

けについて、固定資産貸付要綱に

基づき適切に運用を行う。 

 

・ 学内の学修支援に資するＩＣＴ環

境、Wi-Fi環境その他の施設整備

の維持管理を、教員・学生による

利用状況の感想や意見を踏まえ、

適切に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 県内（長野圏域）の感染レベルが高水準であり、

新型コロナの感染状況の収束に見通しが立た

ない中、コロナ禍による感染拡大防止の観点か

ら、図書館、大学食堂について学外者の利用を

制限した。固定資産の貸付けについても、外部

貸付を制限した。 

 

 

 

・ ＩＣＴ環境、Wi-Fi環境に関し、学内の学修支

援に資する各種システムの維持管理を適切に

行った。在学生がオンライン授業でも快適に

学べるネット環境を確保するために、パソコ

ンやWi-Fiルーターの貸出を実施した。 

学内共通の施設設備（空調・消防・衛生等）に

ついては、保守契約に基づき、法定点検、環境

測定などの維持管理を適切に行った。 

北棟について、学部生用ゼミ室、大学院生室

の備品整備、次年度以降の教育・学修環境の

充実を図った。 

 

ａ 
 
 
 
 
 

 
 
 
a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

・ メディアプラザにおいて、教員・

学生による利用状況の感想や意見

を踏まえ、学生が語学学修に専念

できる環境を維持するとともに、

ＰＣ・ＣＡＬＬ教室を開放し、学

生がパソコンを使用し自主的に学

修することができるようにする。 

・ メディアプラザにおいて、語学学習ブースなど

学生が語学学修に専念できる環境の維持に努

めた。ＰＣ・ＣＡＬＬ教室等については、令和

２年度に引き続き感染防止対策のため、学生

へ開放しなかった。学生がオンライン授業で

も快適に学べるネット環境を確保するため

に、パソコンの増台やWi-Fiルーターの貸出を

実施した。 

a 
 
 
 
 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安全管理   

ア 学生と教職員のキャンパスに

おける安全確保や健康保持に取

り組み、良好な教育・職場環境

の維持を図る。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 象山寮のセキュリティ対策や

管理人によるサポート態勢によ

り、寮生が安心して生活できる

・ 学生と教職員のキャンパスにおけ

る安全・衛生管理について周知す

るとともに、重大リスク事案が発

生した際には、危機管理マニュア

ルに基づき適切に対応する。ま

た、衛生委員会を開催し、教職員

の健康保持の推進に取り組む。 

 

 

 

 

 

・ 教職員の健康診断の受診につい

て、未受診者等に受診勧奨を行う

などして徹底する。 

 

 

 

・ 通学時の交通安全について意識を

高めるよう、ガイダンスなどで周

知を図る。 

・ 人数等の要件がある中で、長野保健医療大学の

協力のもと会場や人数等の接種体制を確保

し、７月22日および８月19日に、新型コロナウ

イルスワクチンの職域接種を実施した。大学

として学生や教職員の良好な教育・職場環境

の維持を図った。 

新型コロナウイルスに対応し学内対策本部会

議を原則週１回開催した。学生や教職員の良

好な教育・職場環境を維持するため、状況の変

化にあわせた対策を迅速実施した。 

メール審議による衛生委員会を開催した。 

 

・ 未受診者に対し、受診勧奨を行い対象者60名の

うち58名が受診した。（受診率96.7％） 

定期健康診断後の採用者に対し採用時健康診

断を実施し、職員の健康管理に努めた。（対象

採用者３名） 

 

・ ４月のガイダンス等で寮生及び非入寮の学生

に対して、通学路等の地図を配布するととも

に、交通安全についての周知を図った。 

ｓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a 
 

 
 
 
 
a 
 
 

（特筆すべき点） 

医療系の学部が無い

中、他大学との連携に

より、会場や医師、看護

師を確保し、県内大学

の中では比較的早期に

実施した。 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

状況を確保する。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 安全安心な寮生活を守るため、危

機管理体制を整えるとともに、両

キャンパスにおける防災訓練を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

・ 寮生活に備え、麻しん・風しんの

予防接種を推奨するほか、入寮ま

での健康観察と新型コロナ感染防

止対策の徹底を求めるとともに、

象山寮のセキュリティ対策や管理

人によるサポート態勢を維持す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三輪地区住民自治協議会安全安心部会、交通

安全協会三輪支部等と連携して、11月に交通

安全啓発活動を実施した。 

 

・ 安全安心な寮生活を守るため、後町キャンパス

にて防災訓練を実施した。火災発生時の通報・

避難、消火器を用いた消火活動を、寮生及び

CSI職員を対象に行った（８月）。また、自衛消

防団（後町）に編成されている寮生の役割を確

認し、ユニットに設置された消火器及び消火

栓の取扱い、防火戸や避難はしご等の設備に

ついて現場で説明を実施した（11月）。三輪キ

ャンパスの防災訓練を３月に実施した。 

 

・ 入学時に実施した麻しん・風しんの罹患歴及び

予防接種歴の調査結果を踏まえ、必要な者に

は予防接種を推奨した。 

寮生のコロナ感染防止のため、入寮前の健康

管理に加え、入寮日から２週間は、学生支援係

職員によるユニット訪問を行って感染予防に

必要な指導を実施した。また、夏季休業中の帰

省者には、３学期開始の１週間前を帰寮日と

し、帰寮２週間前からの行動記録を含む健康

観察シートを帰寮前日にメールで提出させる

とともに、帰寮後の健康観察を行った。 

不審者等への対策として、既設の防犯カメラ

の死角となる箇所へのカメラの増設（４台）、

および、人感センサーライトの新設（３台）を

するとともに、管理人による見回りを増やし

て、セキュリティ対策を強化した。 

 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

 

ウ 海外プログラムによる研修中

の事故等のリスクに備え、危機

管理マニュアルの策定をはじ

め、事前の準備を含めて危機管

理態勢を整える。 

 【事前準備：30年度中】 

 【研修中の対応：31年度以降毎

年度】 

 

・ （海外プログラムを海外現地で実

施する場合）危機管理マニュアル

に基づき、海外プログラムによる

研修中の事故等のリスクに備え

る。また、2021年度の派遣の結果

を踏まえ、改善点等の検討を行

い、危機管理マニュアルに順次反

映させていく。 

 

・ 研修先国及び日本の感染状況、並びに渡航・出

入国制限等を含めた危機管理情報に基づき、海

外プログラム実施基準を定めた上で実施可否

の検討を重ねながら学生・保護者への情報提供

を的確に実施した。また、コロナ禍での実施を

想定し、現地で感染した学生がいた場合の対応

を含め、海外プログラムの危機管理マニュアル

の整備を進めた。 

 
a 

 

89 

 

３ 法令遵守等   

 長野県個人情報保護条例や

長野県情報公開条例に基づき、

適切な情報管理を行うととも

に、ハラスメント防止、研究活

動上の不正防止等健全かつ適

正な大学運営に取り組む。 

 【毎年度】 

・ 情報セキュリティに関する教職員

の意識を高め、長野県個人情報保

護条例や長野県情報公開条例に基

づく適正な情報管理等を行う。 

 

 

 

 

・ 学内の様々なハラスメントの防止

に向けて教職員に対し研修を行う

とともに、相談体制等について広

く学生と教職員に周知していく。 

 

 

 

 

 

 

・ 働き方改革、休み方改革を実行し、

・ 他大学の情報セキュリティインシデント事案

や、国から提供された不審メール情報等を定

期的に教職員や学生に周知するなど注意喚起

を行った。 

学内で発見された不審なメールや情報リテラ

シーに関する情報等について情報発信を行

い、情報セキュリティの保持に努めた。 

 

・ ハラスメント事案に関する相談体制として、法

人内部に相談員を６人設置し、メールでの受

付により教職員からの相談に適切に対応し

た。新入生には、キャンパスライフガイドへハ

ラスメントについての事例や相談窓口につい

て周知した。 

・ 常勤の教職員（有期の事務職員含む）を対象に

オンデマンドによりハラスメント研修を実施

した。（３月、受講者75名）。 

 

・ 職員にワークライフバランスを意識付けるた

a 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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中 期 計 画 令和３年度計画 
判断理由 

（令和３年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

特筆すべき点・ 
改善を要する点 

No 

ワークライフバランスを意識した

取組を進める。 

 

・ 職員倫理規程等の順守について意

識啓発を図るなど、研究活動上の

不正防止等に取り組む。 

 

 

・ 環境方針を学内に周知して、省エ

ネルギーや環境保全活動等に取

り組む。 

 

 

 

 

 

・ ＳＤＧｓの取組の一環として、ゼ

ロカーボン社会を志向し、使用電

力について再生可能エネルギー

100％に取り組む。 

 

め、セルフマネジメント研修を実施した。 

 

 

・ 研究活動上の不正防止等に取組として、倫理委

員会において、学内教職員のほか外部委員も

２名任命し、教育・研究等について申請案件を

審査した。（審査件数：22件） 

 

・ グリーン購入ネットワーク(GPN)が主催する第

22回グリーン購入大賞において、再エネ調達に

ついての取組が評価され、優秀賞を受賞した。 

・ 「再エネ100宣言RE Action」や自然エネルギー

大学リーグ、カーボンニュートラル達成に貢献

する大学等コアリションへ参加し、ゼロカーボ

ンへの取組を学内に周知した。 

 

・ ４月から、三輪キャンパス及び後町キャンパス

で消費するすべての電力を、長野県内の水力

発電による電力100％で調達している。国公立

大学として初めての再生可能エネルギー

100％大学を達成し、排出するCO2のうちおよ

そ４分の３が削減されている。 

 

 
 
 
a 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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（目標値再掲） 

内   容 中期計画の目標値 令和３年度計画の目標値 令和３年度計画に係る実績 自己評価 

発信力ゼミ１クラス学生数 【毎年度】16人程度 第2 1(1)アｂ 16人程度 15～21人 ａ 

英語集中プログラム１クラス学生数 【毎年度】25人程度 第2 1(1)アｃ 25人程度 20～30人 ａ 

海外プログラム参加率 【31年度以降毎年度】100％ 第2 1(1)イａ 100％ 100％ a 

２年次修了時までのTOEIC点数 

【31年度以降毎年度】 

全学生600点以上 

平均点700点以上 

第2 1(1)イｂ 
全学生600点以上 

平均点700点以上 

55.7% 

612点 
ｃ 

ＦＤ研修に毎年度１回以上参加する

教員の割合 
【毎年度】100％ 第2 1(3)ウａ 100％ 100％ ａ 

学生の健康診断受診率 【毎年度】100％ 第2 1(4)イｂ 100％ 98.5％ ａ 

就職希望者の就職率 【33年度以降毎年度】100％ 第2 1(4)ウａ 100％ 100％ ｓ 

管理栄養士の国家試験合格率 【33年度以降毎年度】100％ 第2 1(4)ウｃ 100％ 96.7％ a 

科学研究費補助金の申請率 【毎年度】80％以上 第2 2(2)ア 80％以上 22％ ｃ 

海外プログラムの研修先 
【31年度以降毎年度】 

６か国７校を維持 
第2 4  ア ６カ国７校を維持 ６カ国７校 ａ 

ＳＤ研修に毎年度１回以上参加する

職員の割合 
【毎年度】100％ 第3 2(1)ア 100％ 100％ ａ 
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中 期 計 画 令和３（2021）年度計画 令和３（2021）年度計画に係る実績 

第７ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

平成30年度～平成35年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

収入 

運営費交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

 

 

 

計 

 

６，５３１  

３，２３２  

２，８４９  

３８３  

１２  

 

 

 

９，７７５  

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

 

計 

 

９，７６３  

１，８４３  

６，７７２  

１，１４８  

１２  

 

９，７７５  

【運営費交付金の算定】 

県から交付される運営費交付金は、一定の

仮定の下に試算されたものであり、各事業年

度の運営費交付金は、県の予算編成過程にお

いて決定される。 

 

令和３（2021）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

収入 

運営費交付金 

授業料等減免交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

 施設整備補助金 

目的積立金取崩収入 

計 

 

１，０２４ 

５２ 

６０７ 

５６６ 

４１ 

０ 

０ 

１０ 

１，６９３  

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

 施設整備費 

計 

 

１，６９３ 

３０８ 

１，１９６ 

１８９ 

０ 

０ 

１，６９３ 

  

 

 

 

 

令和３（2021）年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

収入 

運営費交付金 

授業料等減免交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

 新型コロナウイルス感染症対策助成金 

目的積立金取崩収入 

計 

 

１，０２５ 

５３ 

６２１ 

５７２ 

４９ 

１６ 

１ 

１０ 

１，７２６ 

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

新型コロナウイルス感染症対策助成金 

計 

 

１，５６６ 

２６８ 

１，１１７ 

１８１ 

９ 

１ 

１，５７６ 
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中 期 計 画 令和３（2021）年度計画 令和３（2021）年度計画に係る実績 

【人件費の見積り】 

期間中総額６，７７２百万円を支出する。

（退職手当を除く。） 

人件費の見積りについては、配置計画に基づ

く教職員数を踏まえ、役員の報酬及び職員の給

料・諸手当並びに法定福利費に相当する費用を

試算したものであり、定期昇給、ベースアップ

は含まない。 

退職手当については、公立大学法人長野県

立大学職員退職手当規程に基づき所要額を支

給するが、各事業年度の予算編成過程におい

て算定された上で、運営費交付金として措置

される。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 収支計画 

平成30年度～平成35年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

減価償却費 

臨時損失 

 

 

 

１０，０６７  

８，６２７  

１，８４３  

１２  

６，７７２  

１，１４８  

２９２  

０  

収入の部  

 

令和３（2021）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

減価償却費 

臨時損失 

 

 

１，８３２ 

１，８３２ 

１，４８９ 

２９３ 

０ 

１，１９６ 

１７８ 

１６５ 

０ 

収入の部 １，８３２ 

 

令和３（2021）年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

財務費用 

雑損 

減価償却費 

臨時損失 

１，７０９ 

１，７０９ 

１，４１３ 

２９３ 

７ 

１，１１３ 

１２８ 

１ 

１ 

１６６ 

０ 

収入の部 １，８５３ 
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中 期 計 画 令和３（2021）年度計画 令和３（2021）年度計画に係る実績 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料等収益 

受託研究等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

 

 

１０，０６７ 

６，５３１ 

２，８４９ 

１２ 

２９２ 

３８３ 

０  

 

 

 

 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料等減免交付金収益 

授業料等収益 

受託研究等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

目的積立金取崩額 

１，８２２ 

１，００５ 

５１ 

６１４ 

０ 

１１０ 

４２ 

 ０ 

１０ 

純利益 ０ 
 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料等収益 

受託研究等収益 

補助金等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

 

１，８５３ 

１，００８ 

６０９ 

１１ 

５４ 

１１２ 

５９ 

０ 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

１４４ 

７ 

１５１ 
 

３ 資金計画 

平成30年度～平成35年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

９，７７５  

９，２８５  

１０２  

３８８ 

０  

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

その他収入 

投資活動による収入 

９，７７５  

９，７７５  

６，５３１  

２，８４９  

１２  

３８３  

０  

 

令和３（2021）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

２，５４８ 

１，６１８ 

１９ 

５５ 

８５６ 

資金収入 

業務活動による収入 

 運営費交付金収入 

授業料等減免交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

その他収入 

２，５４８ 

１，６８２ 

１，０２４ 

５１ 

５６６ 

０ 

４１ 

 

令和３（2021）年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

２，９６７ 

１，４９３ 

３９ 

５５ 

１，３８０ 

資金収入 

業務活動による収入 

 運営費交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

補助金等収益 

その他収入 

２，９６７ 

１，７０２ 

１，０１２ 

５５５ 

１８ 

５４ 

６３ 
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中 期 計 画 令和３（2021）年度計画 令和３（2021）年度計画に係る実績 

財務活動による収入 ０  

 

 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前年度からの繰越金 

０ 

０ 

８６６ 
 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前年度からの繰越金 

０ 

０ 

１，２６５ 
 

第８ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

２億円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

運営費交付金の交付時期と資金需要の期間差及

び事故の発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることを想定する。 

１ 限度額 

２億円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

運営費交付金の交付時期と資金需要の期間差及

び事故の発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることを想定する。 

１ 限度額 

２億円 

２ 借り入れの実績はない。 

第９ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

  なし   なし なし 

第10 第９の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

  なし   なし   なし 

第11 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研

究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

  決算において剰余金が発生した場合は、教育研究

の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

令和２年度決算において計上した当期総利益の 

うち9,730千円を、教育研究の質の向上及び組織運

営の改善に充てるため積み立てる。 

第12 その他 

１ 施設及び設備に関する計画 

各事業年度の予算編成過程において決定する。 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により

業務の財源に充てることができる積立金の処分に

関する計画 

なし 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 

１ 施設及び設備に関する計画 

  なし 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により

業務の財源に充てることができる積立金の処分に

関する計画 

なし 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 

１ 施設及び設備に関する実績 

  なし 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により

業務の財源に充てることができる積立金の処分に

関する実績 

なし 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 
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【Ⅰ 教育】 

１ 発信力ゼミ 

  本学では、「発信力ゼミ」を全学科で１年次通年の必修科目と位置付け開講してい

る。学んだ知識を必要な場面で発揮するためのコミュニケーション能力を養うとと

もに、あるテーマについての主体的な学びを通じ、大学生に必要な論理的・批判的

思考、研究・調査のスキル、学習の姿勢、学んだ内容を口頭や文章などで他人に伝

える「発信力」の養成を狙いとしている。 

令和３年度は、15 クラス（１クラス 16 人程度）で授業を行った。１月末にクラ

スごとにグループ・個人による研究発表を実施し、学生は自らの成果を発表し評価

されることで、活動を振り返り、今後の学修につなげた。２月には有志のグループ・

個人によるオンラインでの合同発表会を実施した。また、教員間による成績評価の

適正化を確保するため、成績評価のルーブリック（評価基準）を活用し、授業評価

の公平性を図った。 

 

２ 英語集中プログラム 

１、２年次の必修科目として英語集中プログラムを実施した。英語集中プログラム

として、学生に対し、正確な英語運用能力を養う科目と英語コミュニケーション能力

を高める科目を組み合わせて、週４回オンラインにて授業を行った。Ｇｌｅｘａを用

いたＮＧＳＬ(頻出の基本英単語)テストならびにＮＧＳＬ学習課題を作成し、オンラ

イン授業を実施した。 

２年次の 239 人の学生が２月に TOEIC を受験し、600 点以上は 55.7％とこれまでで

最も高くなったとともに、入学時の 14.7％から大きく増加した。平均点についても

612 点と、これまでで最も高くなり、入学時の 508 点から 104 点向上した。 

 

３ 象山学 

 「象山学」は、行政や企業といった様々な領域についての現実を知り、社会の理

解を深めることと、複雑で答えのない現実の課題と格闘するイノベーターの姿を自

らの将来像や生き方を考えるきっかけとしてもらうことを狙いとして、１年次に開

講される科目である。令和３年度は、経営者や行政関係者など多様なイノベーター

をゲストスピーカー（６人）として招いて実施した。 

 講義では、オンラインも活用し、学生とゲストスピーカーとの対話促進のため、

チャット機能や事前学習を通じて学生からの質問を促すと同時に、講義の振り返り

のオンライン授業において、ブレイクアウトセッションを通じて数人の学生が議論

できる場を提供し、その結果を他学生と共有させ、学生間の学び合いを促した。 

 

４ グローバルマネジメント学科 

① 専門ゼミの開講 

異文化理解力、論理的思考力、専門的知識力、問題発見力、組織課題認識力、

起業企画力、地域課題認識力の７つの能力を開発し育てるというグローバルマネ

ジメント学科のポリシーの下、豊富なバックグラウンドを持つ専門教員による専

門ゼミ（令和３年度は、「ゼミナールⅠ」（２年ゼミ）：19 ゼミ、「ゼミナールⅡ」

（３年ゼミ）：18 ゼミ、「ゼミナールⅢ」（４年ゼミ）：19 ゼミ）を開講した。学

生は各自興味関心を持つテーマのゼミを選択し、その専門領域における主体的な

学びを行った。 

 

５ 健康発達学部 

① 「健康発達実習」でのフィールド調査及びフィールドワーク（学部共通） 

健康発達学部の学部共通科目、「健康発達実習」

（１年次必修科目）は、長野市内の認定こども園、

保育所、小学校、高齢者福祉施設等の協力を得て行

う授業であったが、令和３年度は新型コロナの影響

により学外実習は中止となり、学内演習において、

各施設の特徴や対象者への理解を深めた。 

発達段階に応じた健康増進についての調査研究

としての長野市大岡地区での農業体験・地域交流が

中止となったため、講師を招き、学生との双方向のデ

ィスカッションも含めた講義や演習により、課題発見につながる学びとした。 

 

② 専門ゼミの開講・臨地実習の実施並びに実習に向けた学び（食健康学科） 

食健康学科では、３年次に「ゼミナール」及び「卒業研究」を開講し、学生は興

味を持つ分野への研究に取り組んだ。 

２年次から３年次にかけて「臨地実習Ⅰ」～「臨地実習Ⅶ」を設け、コロナ禍に

おいても学内での代替授業や遠隔会議システムを活用し、各実習の目標達成に向け

て取り組んだ。実習先での経験を通し、栄養管理に関する理論と実践の統合につな

教育研究等の質向上に関する特記事項 

［健康発達実習の様子］ 
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がる成果を得た。実習指導者を交えた報告会では、学生による実習成果発表と活発

な質疑応答があり、実務経験が栄養管理能力の育成に必須であると確認された。臨

地実習を通し、対象となる人々の栄養管理や食育における管理栄養士の職務および

役割を理解し、各専門領域についてさらに学修を深めた。 

臨地実習をより深い学びに繋げ、臨地実習に向けて学習意欲を高めるため、また

将来専門性を活かした進路を考える土台として、１年次必修科目の「管理栄養士活

動論」を開講した。行政、医療施設、教育分野、福祉施設などにおいて、第一線で

活躍する管理栄養士を講師に招き、学生と双方向の議論を含めた講義を実施した。 

 

③ 専門ゼミの開講・実習（こども学科） 

「保育・教育コース」「保育表現コース」「心理・支援コース」の３コースに分か

れ、３年次の専門ゼミ「こども学ゼミⅡ」を開講した。各コースの教員による連携

授業の後、学びを深めたい内容に応じてゼミの配属が決定した。各ゼミには２～３

人が配属され、それぞれの指導教員の下で４年次の卒業研究へとつながるゼミナー

ル活動が始まった。 

また、コロナ禍で、予定されていた３年次の

「施設実習Ⅱ」の一部が令和４年度に延期とな

ったが、その他は予定どおり、２年次の「幼稚

園教育実習Ⅰ」、３年次の「保育所実習Ⅰ」「保

育所実習Ⅱ」「施設実習Ⅰ」、４年次では「幼稚

園教育実習Ⅱ」が行われたほか、昨年度延期と

なった「保育所実習Ⅱ」「施設実習Ⅰ」「施設実

習Ⅱ」を実施した。子どもや保育者の仕事に触

れ、保育の実践力を高める学びとなった。 

 

 

 

 

６ 海外プログラムの実施 

① コロナ禍における実施可否の判断及び海外現地での研修実施再開に向けた検討 

海外現地における研修実施可否判断のために以下の項目を踏まえた上で、令和２

年度入学者（２年次）は９月、令和３年度入学者（１年次）は 10 月に意向調査を実

施するなど海外現地での研修実施再開に向けた検討を行った。 

    ＊研修先国が（隔離期間なしで）日本からの入国を認めていること 

＊研修先の大学等が受け入れ可であること 

＊プログラム参加者は十分な感染対策を行えること 

＊COVID-19 に対する一般人向けの治療方法がある程度確立していること 

＊日本政府が渡航を認めていること（渡航レベル 0あるいは１以外の場合も含む） 

検討の結果、継続するコロナ禍において今後の依然として見通しが立たない状況

から、グローバルマネジメント学科の２年次の学生は令和４年度にオンラインによ

る代替実施、１年次は令和５年度への延期を判断した。食健康学科においては、２

年次は令和４年３月にオンラインによる代替実施、１年次は令和４年度後半への延

期を判断した。こども学科においては、２年次は令和４年度後半への延期を判断、

１年次は予定通り令和５年度に実施する予定。 

 

② オンラインによる海外プログラムの代替実施 

グローバルマネジメント学科及びこども学科

においては３年次を対象に、食健康学科におい

ては２年次を対象に、オンラインであっても海

外現地での研修と同等の学びを得られるよう設

計された代替プログラムを実施した。各プログ

ラム終了後にはアンケートを実施し、概ね８割

以上の学生が研修内容に満足しているという結果を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学科 研修先 時期 

グローバル 

マネジメント学科 

海外現地での研修実施時と同様

の５カ国６校 
令和３年８～９月 

食健康学科 
ニュージーランド１カ国に統一

（アメリカは中止） 
令和４年３月 

こども学科 フィンランド 令和３年９月 

［オンラインプログラムの様子］ 

 

［ゼミで親子に遊びを教えてい

る様子］ 
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７ 長野県立大学大学院設置準備 

令和３年３月 19 日に行った文部科学省への大学院設置認可申請について、令和３

年５月に大学設置・学校法人審議会大学設置分科会による審査意見が付された。当

該審査意見を踏まえた補正設置認可申請を同年６月に文部科学省へ提出し、８月 27

日付でソーシャル・イノベーション研究科及び健康栄養科学研究科の設置認可がな

された。 

設置認可を受け、主として以下のとおり準備を進め、令和４年４月に両研究科を

開設した。 

① 初年度入学者選抜の実施 

両研究科ともに令和３年 11 月、令和４年２月にそれぞれ入学者選抜を実施し

た。その結果、ソーシャル・イノベーション研究科は募集定員 10 名に対し、27

名の志願者があり、16 名が入学した。健康栄養科学研究科は募集定員５名に対し、

７名の志願者があり、６名が入学し、両研究科ともに定員充足を達成した。 

② 大学院広報の実施 

設置認可から入学者選抜までの期間が短い中で、企業や自治体への訪問、大学

院リーフレットの配布、大学院用 web ページの作成、入学希望者への説明会実施

などの広報を実施した。 

③ 大学院開設に向けたカリキュラム等整備 

令和４年４月の大学院開設に向け、履修案内の作成、新入生ガイダンス準備等

大学院生への情報提供準備を行った。 

また、設置計画に基づき魅力的な授業を行うため、両研究科長及び研究科所属

教員を中心に検討を続けた。 

④ 大学院生室の整備 

三輪キャンパス北棟に大学院生室を整備し、大学内で常時学習可能な環境を整

えた。 

 

【Ⅱ 入学者の受入れ】 

  本学のアドミッション・ポリシーに即した意欲ある入学生の確保と、本学への理解者

（保護者や高校教員等）を増やすため、積極的に入試広報活動を展開した。 

  令和４年度入学の志願者総数（一般選抜・推薦・特別選抜）は、936 人(県内：356 人、

県外：580 人)となった。前年度から県内志願者数は横ばいであったが、県外志願者数

は 200 人程度減少した。 

 

１ オープンキャンパス 

  本学の魅力（理念やミッション）を伝え、知名度や社会的評価を高めるための取

組として企画していたオープンキャンパスは、年度当初は対面実施を計画し、受け

付けていたが、新型コロナの感染拡大の状況を鑑み、リアルタイム配信型のオープ

ンキャンパスに変更した（参加者数 334 人）。オンラインによる入試相談を実施し、

23 日間開催し、68 人が参加した。 

 

２ 説明会・模擬授業等の開催 

  県内外の高校からの要望を踏まえ、本学キャンパスの見学受入れ（６校）や本学

教職員を高校へ派遣し、教員による模擬授業や高校での説明会を実施した。（県内高

校中心に 50 回） 

また、県内の全ての高校及び入学実績のある県外高校の進路指導教員を対象とし

た説明会をオンラインで開催した。（２回、51 人参加） 

学長による高校訪問を実施し、高校の校長及び進路指導主事教員に対し、本学の

基本方針や教育内容を説明する機会を設けた。（10 校） 

 

３ 新聞広告等 

民間企業等が主催する進学相談会（県内外の大学が会場内にブースを設置）は新

型コロナの影響で動員数や動員高校数が少なかったが、県内外 13 会場に参加した。 

また、県内外の一般選抜受験者をターゲットとして、新聞紙面広告を 12 月から１

月までも期間に集中的に展開（県内５紙、県外５紙）するなど、大学入学共通テス

ト後の受験者獲得のための取組を行った。 
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【Ⅲ 学生への支援】 

１ キャリア支援 

① 学長面談 

令和２年度に引き続き、オンラインにて、学長自ら新入生一人ひとりと面談した。

学生からは事前に聞き取りシートを提出してもらい、学長が事前に目を通した上で

面談を行った。そのため、１人約５分程度の面談ではあったが、スムーズに入学の

動機、４年間の目標設定などを確認することができた。また、職員が各面談に同席

し、気になる学生の様子などをチェックしながら面談記録を作成し、以後の学生支

援に役立てた。 

 

② 象山寮学修サポート －象山未来塾－ 

寮での学修サポートの一環として位置づけられている「象山未来塾」は、令和２

年度に引き続き入寮者を制限したことから、会場を寮から三輪キャンパスに変更し

たほか、オンライン形式に変更するなどして、計２回実施した。コロナ禍による長

引く行動制限により、学生のストレスも大きくなっていることを踏まえ、麻薬メン

による薬物の手軽さとその危険性に焦点を当てた乱用防止講座や、元Jリーガーの

挫折から始まった人生最大の転機について講義を受け、コロナ禍における制限をプ

ラスに捉え、有意義に過ごすためのヒントを学んだ（計約160名が参加）。 

 

＜プログラムテーマ＞ 

第１回 麻薬 G メンによる薬物乱用防止と正しい断り方 

（ゲストスピーカー：麻薬 Gメン） 

第２回 大きなビジョンを手放し、ミニマムな目標達成が紡いだ人生最大の転機 

（ゲストスピーカー：元 J リーガー） 

 

③ キャリア形成・就職支援 

  入学時から卒業に至るまで、体系的なキャリア支援を実施。コロナ禍による求人

数の減少、ＯＢ・ＯＧのいない１期生という厳しい環境下において、学生一人ひと

りに寄り添ったきめ細かいサポートにより、就職を希望する学生については就職

率100%の目標を達成した。 

［主な就職先］ 

学科 主な内定先 

グローバル

マネジメン

ト学科 

・八十二銀行・長野信用金庫・みずほフィナンシャルグループ 

・新光電気工業・オリオン機械・理研ビタミン・大和ハウス工業 

・星野リゾート・日本空港ビルディング・北海道エアポート 

・東日本旅客鉄道・NTTドコモ・アマゾンジャパン・ツルヤ 

・長野県・長野市・上田市・国税庁・和歌山県・特別区・新潟県警 

・長野県立病院機構・日本赤十字社・日本学生支援機構 他 

食健康学科 

・長野県（管理栄養士、栄養教諭）・安曇野赤十字病院・相澤病院 

・JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 

・れんげ福祉会・アスザックフーズ・みたけ食品・メフォス 他 

こども学科 

・長野市・上田市・塩尻市・岡谷市・飯山市・小諸市・東御市 

・静岡市・長岡市・長野市社会事業協会・児童養護施設三帰寮 

・吉田マリア幼稚園・フレンドこども園・日本保育サービス 他 

 

[学年別キャリア・就職支援] 

○１年生 

「発信力ゼミ」にてキャリア教育の３講座を実施、自己理解と職業選択の重要

性を解説し、早期から体的なキャリア形成支援を行った。 

○２年生 

進路の方向性を本格的に検討する４学期に、職業選択につながる自己理解のた

めのＲ－ｃａｐ適性検査の受検機会を提供。受検結果解説講座を開講し、自己

分析につながる活用方法について説明した。このほか、業界・企業研究会への参

加機会を設けるなど、３年次から始まる就職活動を前に、進路に関する選択肢

を広げる機会を積極的に持つことで、主体的な進路選択へと導く支援を行った。 

○３年生 

インターンシッププログラムへの参加を促したほか、以下のとおり本格的に始

まった就職活動に対する支援を行った。 ［象山未来塾の様子］ 
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・独自のインターンシッププログラム 

５月にインターンシップガイダンスを開催、その後のマッチングを経て、最

終的には 34 社 85 人が参加した。実習前にはオンラインを活用し４回の事

前研修を行い実習の意義やビジネスマナーを学生にレクチャー、実習後には

振り返りの事後研修と成果報告会を開催した。 

・就職支援の充実 

 就職対策講座を計 22 回開講した。12 月と２月には、主には県内の 29 の優

良企業・団体人事担当者による業界・企業研究会を開催した。学生は、求め

る人材像、仕事内容等、希望企業の説明を直接担当者から聞くことができ、

高い満足度が得られた。 

・個別相談の充実 

職員に加え多様な業界の専門性を有するキャリアコンサルタント８名が担

当。相談予約枠の増設やオンライン相談併用などにより、キャリア相談の質・

量を充実させた。 

・就職アドバイザー制度の導入 

内定者 16 名による後輩へのアドバイス体制を整え、個別相談、報告会（４

回）、就職体験記作成（冊子）等を行った。 

 

   【３年生向けの主な就職支援】 

全学科共通 

通年 
外部講師による実践対策講座の開講（自己分析、応募書

類作成、グループディスカッション対策）  

12月 

2月 

業界・企業研究会・単独企業説明会をオンラインも活用

しながら３回開催(延べ314人の学生、計32社が参加） 

12月 
内定者報告会 

就職アドバイザーによる体験談報告会 

３月 
公務員対策講座 

（面接カードの書き方、集団・個人面接対策） 

健康発達 

学部 
通年 

就職ガイダンス・対策講座・説明会・相談会 

（専門性を活かした進路支援） 

 

 

 

 

 

 

   ＜個別相談＞     ＜内定者報告会＞    ＜就職体験記＞ 

 

○４年生 

未内定者にはメンタル面を含めた個別フォローや適切なマッチングを行い一

人も取りこぼすことなく就職先決定に導いた。 

就職決定支援にとどまらず、内定後の悩み相談や内定者向け社会で役立つ健康

保険セミナー等を開催したほか、全員の進路状況を把握、ＯＢ・ＯＧネットワー

クの組織作りを行った。 

 

④ 学生の主体的な取組への支援 

 在学生自らが立案した計画に基づく自主的活動により、本学の理念の実現を図

ることを目的とする「理事長裁量経費」を活用した事業として６件のプログラム

を採択した。（令和２年度：３件採択） 

令和３年度においては、学生が地域とつながる場や地域全体が活性化する場を

提供することなどを目的とした「KENDAI MARCHE」の開催や、食物アレルギーを考

慮したお菓子のレシピを検討する事業などを採択した。 

 

 

［作成したレシピ本］ 

 

［KENDAI MARCHE 開催時の様子］ 
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【Ⅳ 研究】 

１ 科学研究費助成事業等主な外部研究資金の獲得状況（令和３年度） 

① 科学研究費助成事業 

本学教員が研究代表者となっているものは継続を含め、20件だった。 

 

［基盤研究（Ｂ）］：５件 

区分 件数 配分額 

代表者分 １ 1,950 千円 

分担者分 ４ 962 千円 

 

［基盤研究（Ｃ）・挑戦的研究・若手研究］ 

研究区分 計 

 

配分額 新規件数 継続件数 

代

表

者

分 基盤研究（Ｃ） 13 １ 12 9,620 千円 

挑戦的研究（萌芽） １ 0 １ 1,430 千円 

若手研究 ５ 0 ５ 3,250 千円 

分
担
者

分 

基盤研究（Ｃ） 15 ４ 11 2,679 千円 

挑戦的研究（萌芽） ３ 0 ３ 780 千円 

若手研究 － － － － 

 

② その他の外部研究資金   

外部研究資金の種類 件数 配分額 

受託研究 ６ 5,310 千円 

助成金研究 １ 2,000 千円 

 

 

【Ⅴ 地域貢献】 

１ 産学官連携の取組 

① 自治体・企業等との連携 

県、市町村及び企業等と連携し、互いの長所を活かしながら地域におけるソーシ

ャル・イノベーションを創出するため、新たな展開につながる取組を行った。 

具体的には、長野県内全体の高等教育の更なる向上や相互の長所を活かした新た

な展開を目指して国立大学法人信州大学と包括連携協定を３月に締結した。また、

長野市が設立した産学官金の連携・共創による推進主体「NAGANO スマートシティコ

ミッション（NASC）」に参画した。引き続き、飯山市の「飯山グッドビジネス」、県

木曽・北信地域振興局が行う女性や若者、地域おこし協力隊向けの起業塾の実施等

を支援した。 

 

② ＳＤＧｓ支援の取組 

ＣＳＩの教職員が中心となり国や県などの SDGｓ

取組に参加・助言をすることで新しい視点での課題

解決やソーシャルイノベーション創出を推進した。

具体的には、県や市町村主催の各起業塾（計６

回）、屋代高校（計２回）、飯山高校（10 月）にお

いて、チーフ・キュレーター及び CSI 職員がＳＤＧ

ｓに関する講演等を行った。その中で屋代高校の

「ＳＤＧｓ講演会」に参加した生徒が環境問題の課

題解決に取り組み、「信州ＳＤＧｓアワード 2021」の県知事賞を受賞した。 

また、国や県と連携した新たな取組として、チーフ・キュレーターが農林水産

省の「あふの環 2030 プロジェクト」、「長野県ＳＤＧｓ推進企業登録制度」、「長野

県契約審議会」、「信州ＳＤＧｓアワード 2021」に参画し、助言等を行った。 

 

２ 地域連携の取組 

① 地域の人的・物的資源を事業創造に結び付ける取組や事業者・創業者等の支援 

（ＣＳＩ） 

飯山市においてアドバイザリー・メンバーの

知見を活かしながら市と連携して「飯山グッド

ビジネス」を実施することにより、事業者のブ

ラッシュアップによる地域活性化を支援し、３

期生として９名参加した。 

また、県内企業が自社の資源を再発見して新

たな事業創造に結び付ける取組の支援（ＣＳＩ

センター長による講演）を行った。 

このほか、県北信地域振興局「地域おこし協力隊起業塾」、県木曽地域振興局に

よる女性・若者を対象とした「ＫＩＳＯ女性わか者起業塾」の実施を支援し（チ

ーフ・キュレーターによる講義）、女性や若者、地域おこし協力隊による社会的起

業を促進した。 

[屋代高校講演] 

[地域おこし協力隊起業塾] 
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② 県長野保健福祉事務所との連携事業（食健康学科） 

県長野保健福祉事務所健康づくり支援課と連携し、県庁食堂において令和３年

８月に栄養健康情報の発信媒体である卓上メモを刷新した。同食堂において、県立

大ヘルシーメニューの提供を 12 月に実施した。いずれも食健康学科３年生４名が

取り組んだ。長野県民の食生活の課題である食塩の過剰剰摂取と野菜摂取量減少の

解決を目的として栄養健康情報の提供を行い、食堂利用者やスタッフから、正しい

情報収集と行動変容の動機付けになったとの評価を得た。 

また、２、３年生６名とともに「若い世代の健康づ

くり」事業の一環として、野菜および果物の適量摂取を

図ることを目的に普及啓発用リーフレットを作成し、２

月に刷新した。若者に対して、身近にある野菜や果物の

よさを認識する機会の創出や健康づくりに対する意識の

醸成につなげた。長野保健福祉事務所主催の食育フォー

ラムが３月に開催され、３年生４名が上記活動を発表し、

健康づくり活動について県民へ情報発信した。 

 

③ 子育て講座、子育て支援担当者の連携協議会の開催（こども学科） 

地域で子育てをする保護者（親子）を対象に「赤ちゃんママのおしゃべり会」（計

３回、延べ 25 組 50 人参加）及びオンライン子育て講座」（計２回、延べ８組 16 人

参加）を実施した。これらの活動には、保護者支援の実際を学ぶことを目的として

保育者をめざす学生も運営スタッフとして参画した（学生延べ 33 人参加）。 

また、子育て中の親子に関する情報共有や関係機関の連携を目的として、長野市

や周辺地域の地域子育て支援の実務担当者を対象とした協議会を開催した。行政関

係者のほか、子育て支援センター職員、保育関係者、助産師など、地域で子育て支

援、虐待対応などに取り組む多様な関係者との連携を図った（１月、21 人参加）。 

 

④ 飯綱町の委託事業による地域子育て支援センター設立準備と保育士等研修の実

施（こども学科） 

設立準備を進めていた地域子育て支援センターが５月に

開設された。開設前にセンター内の絵本選定や遊具の準備、

壁面装飾などを学生が参加して行った。開設後、水曜日を中

心に年間25日間支援センターで学生が支援活動に参加した

（延べ300名）。こうした活動について「飯綱町子育て支援セ

ンター」「飯綱町の子育て支援」の写真集として発行した。 

また、保護者向け専門講座の全９講座を企画立案、講師の選任・依頼を行い、必要

な資材等を準備し、必要に応じて託児の学生を伴う形で派遣した。保育士、子育て支

援センター職員及び小学校教員に対する合同研修会として、〈保−小〉接続研修を実施

した。 

 

  ⑤ 学生による地域子育て支援活動（こども学科） 

コロナ禍ではあったが、感染対策をとり、学生が主体となりこども学科の「ひろ

ば」での子育て支援活動を 18回開催した。また、子育て情報誌「ぐるんぱ」（月刊、

オンラインでも閲覧可）を毎月発行した。 

また、学生が主体となる新たな取組として、７月より NPO 法人えんまると共同で

ひとり親家庭に食材等を届ける「こども宅食」を行った（毎月１回、９回実施）。 

[子育て情報誌] 

[写真集] 

[子育て支援活動] 

[リーフレット] 
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３ 学びの場の提供 

① 県民や学生に対する多様な学びの機会の提供 

地域に開かれた大学として、これまでに引き続き、「信州ソーシャル・イノベー

ション塾」（全４回、13 人参加）、「専門職向け起業塾」（全２回、２人参加）、「公開

講座」（計３回、延べ 140 人参加）、「コラボ公開講座」（計３回、延べ 100 人参加）

を開催した。 

 

   

 

 

 

 

 

 

[公開講座]  

開催日 講座名 

R3.6.22 

グローバルな課題はローカルに答えがある！？ 

よそ者・若者を受け入れ、変わり続ける小布施町のいま 

（講師）一般社団法人小布施まちイノベーション HUB 日髙健氏他 

R3.8.12 

ソーシャルインパクトボンド実装のハードルとその越え方 

（講師）認定 NPO 法人日本ファンドレイジング協会 常務理事 鴨崎 

貴泰氏 

R3.11.10 

「個人的ビジョン」と「パーパス（社会的意義）」のつなげ方 

 〜自分のワクワクから始まるソーシャルワーク〜」 

（講師）上松町地域コーディネーター地方創生担当 小林信彦氏他 

R3.12.14 
チームで働く面白さ-のらくら農場に人が集まる謎を解く 

（講師）のらくら農場代表 荻原紀行氏 

R4.2.4 
サステイナブルカカオ -カカオから知る課題解決の取り組み- 

（講師）一般社団法人ソリダリダード・ジャパン事務局長 楊殿閣氏 他 

R4.2.20 
地域とつながる TEN TO SEN 

（登壇団体）NPO 法人ライフワークレインボー（飯綱町）他 

 

 

② 県内教育機関との連携 

県教委とＫＤＤＩ㈱との包括連携協定に基づく

連携事業として、長野県中小起業家同友会の協力の

もと「JIBUN 発旅するラボ」を実施し、高校生がさ

まざまな人から生き方を学び地域を深く知ること

を通じて自分の立てた問いに向き合う探求の場づ

くりを行った。（高校生 32 人、本学学生 10 人参

加、オンラインイベント４回、対面イベント１

回等） 

また、県内高校の人材育成に資するため、飯山高校探究科授業や木曽青峰高校「未

来の学校構築事業」等の実施を CSI 教職員が支援した。 

 

③ 学生による地域との連携・交流の主な取組 

各種団体が開催するイベント等に希望する学生を積極的に参加させるなど、ＣＳ

Ｉと地域コーディネーターが以下のような機会を作ることにより、学生による地域

との連携・交流を促進した。 

     ア ソーシャル・イノベーション創出センターの取組例 

学生が具体的な地域の企業や自治体のプロジェクトにリモート参加し、大学で

の学びを実践の中で深める学習（RPBL）プログラムを、松川町と王滝村にて実施

し、松川町には３人、王滝村には９人の学生が参加した。なお王滝村では、学生

と地域のステークホルダーとの対話を通じて課題解決プラン「ひろがれ！推し村

プロジェクト」を立ち上げ、令和４年度に村内で実践する予定。 

また、長野市の発展に貢献したい意欲ある 25 歳以下の若い世代が参加する

「NASC インターンシップメンバー」に本学学生 10 名が登録した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [信州ソーシャル・イノベーション塾] [公開講座] 

[JIBUN 発 旅するラボ] 

[RPBL（松川町イノベーターン）] [RPBL（王滝村押し村プロジェクト）] 
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     イ 地域コーディネーターの取組例 

４人の地域コーディネーターを介して、県内各地域の情報収集・関係づくりを進

めるとともに、地域のニーズに即した支援に次のとおり取り組んだ。 

・地域課題をビジネスで解決する「飯山グッドビジネス」の支援（北信） 

・廃校を管理する「まちづくり会社」の支援（北信） 

・多様な業種のキーパーソンが協働し新たな取組を生み出す「長野をつなげる

30 人」の支援（北信） 

・事業者が抱える課題に学生を巻き込みともにアクションを考える「少人数制

オンラインワークショップ」の開催（東信） 

・ビジネスエコシステムを可視化する「松川町イノベーターン」の支援（南信） 

・「環境省地域循環共生圏」ワークショップの運営支援（南信） 

また、県の創業支援拠点「信州スタートアップステーション」（長野市、松本市）

や、地域づくりの拠点となるコワーキングスペース（松本市、塩尻市等）と意見交

換するとともに、県内の全コワーキングスペースに各種イベントの案内を行う等

関係づくりを進めた。 

なお、これらの取組と本学の多様な講義（「アントレプレナーシップ論」（ＣＳ

Ｉセンター長）、「キュレーター概論」（チーフ・キュレーター）をはじめ様々な教

員による講義）との連携を図り、大学教育との連携を進めている。 

 

 

【Ⅵ 国際交流】 

１ 留学生の受入及び海外大学への派遣促進 

   留学生の受入については、コロナ禍の影響で日本への入国制限措置が継続され

訪日留学意欲が世界的に減退する悪条件の中、日本大学連合学力試験（JPUE）経

由で中国（上海）より１名、日本留学試験（EJU）経由でベトナム及びマレーシア

よりそれぞれ１名ずつの計３名が入学した。 

   海外大学への派遣については、令和元年度に交換留学協定を締結後、コロナ禍

の影響により断念していた、明知大学校（韓国）への初の学生１名の派遣を実施

した（派遣期間は令和４年２月から令和５年１月まで）。コロナ禍かつ本学初の派

遣に伴い、学生及び保護者との危機管理及び体調管理等の確認は入念に行った。

また、日本及び韓国双方の出入国制限措置及び感染状況が流動的な中、学生及び

留学先大学とのやり取りを綿密に行い、無事に派遣に至った。 

   

 

 ２ 異文化理解力の向上に向けた取り組み 

  本学におけるグローバルリーダーの育成及び継続的な海外広報活動として、国

際連合（国連）が提唱する「国連アカデミックインパクト」へ加盟した。このプ

ログラムは、ニューヨーク国連本部広報局が運営し、世界 1400 以上の大学との連

携を推進し、参加大学同士の連携と国連の業務・活動に大学生が積極的に関わる

ための枠組みであり、長野県内の大学として本学が初めての加盟となった。 

 

[加盟時の記者会見の様子] [国連アカデミックインパクト加盟証書] 
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１ 再生可能エネルギー100％による電力調達の取組で、第 22 回グリーン購入大賞優

秀賞を受賞 

  令和３年４月１日から長野県立大学三輪キャンパス及び後町キャンパスで使用する

全ての電力を、水力発電由来の長野県産再生可能エネルギーに切り替えた。この取組

は、国公立大学においては初めてであり、本学が１年間に排出する温室効果ガスは、従

前のおよそ１／４へと大幅に削減される。 

  グリーン購入ネットワーク(GPN)が主催する第22回グリーン購入大賞において、この

取組が評価され、優秀賞を受賞した。 

また、環境省が策定する「地方公共団体実行計画策定・実施マニュアル」の、令和４

年４月改正に向けた改訂に際して、グリーン購入・環境配慮契約等の推進事例として

掲載された（https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/jirei_202204.pdf）。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

業務運営等に関する特記事項 

［表彰式の様子］ 

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/jirei_202204.pdf

